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料資

第
一
節

普
通
選
挙
制
の
確
立
と
定
活

選
挙
法
改
正
運
動
と
二
月
革
命

第
三
章

~?Jt 

一
八
三

O
年
か
ら
一
八
四

O
年
に
か
け
て
、
選
挙
法
の
改
正
を
要
求
す
る

請
願
が
三
度
議
会
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
度
目
は

一
八
三
四
年
二
月
八
日
に
ア
ミ
ロ

l

(〉
H
H
E
Y
白
己
)
に
よ
っ

て
報
告
さ
れ
た
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
請
願
は
被
選
挙
税
額
の
廃
止

と
普
通
選
挙
制
を
要
求
す
る
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
い
く
つ
か
は
議
員
に

(
2
)
 

手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

二
皮
目
は
二
八
一
一
一
五
年
二
月
七
日
に
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
プ

l
ル
(
何
回
忠
臣
'

人

Fmの
お
阪
は
、
川
一
八
一
三
年
四
月
一
九

日
法
に
規
定
さ
れ
た
宣
誓
の
廃
止
、
川
区
政
・
普
通
選
挙
制
、
川
間
綾
公
一

段
階
)
・
訴
通
選
挙
制
、

h
被
選
挙
税
阿
川
の
廃
止
、
川
議
員
へ
の
手
当
の
支

(
3
)
 

給
等
を
要
求
し
て
い
た
。

命

}

勺

D
E
一
r)
が
報
告
し
た
。

そ
し
て
、
二
一
度
目
は
一
八
四

O
年
五
月
一
六
日
に
ゴ
ル
ベ
リ

(
C
D
F
R可
)

に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
。
こ
の
前
願
に
署
名
し
た
二
四
万
人
の
う
ち
-
八
万

八
千
人
ほ
ど
が
普
通
選
挙
制
の
支
持
者
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
各
請
願
が
普
通
選
挙
制
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
背
景
と
し

{

5

)

(

8

)

 

て
、
議
会
の
外
に
、
諸
々
の
政
治
的
ク
ラ
ブ
・
結
担
の
宣
伝
活
動
、
新
聞
・

(
7
)

〈

8
)

雑
誌
の
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
さ
ら
に
政
治
家
の
著
作
・
演
説
活
動
等
が
存
在
し

た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
活
動
こ
そ
が
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社
会
を
構
成
す
る
諸
階
層
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
普
通
選
挙
制
の
理
念
が

広
く
深
く
浸
透
す
る
の
に
貢
献
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
に
見
た
諸
請
願
は
、
い
ず
れ
も
具
体
的
な
制
度
改
革
に
結

び
つ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。

(
!
)
こ
こ
に
い
う
選
挙
法
改
正
運
動
と
は
、
七
月
王
制
の
選
挙
法
た
る
一

八
一
一
二
年
四
月
一
九
日
法
が
定
め
た
税
額
制
限
選
挙
制
の
改
革
を
目
的

と
す
る
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
文
献
と
し
て

は
、
】
以
白
ロ
]
回
目
立
p
h
u
b
-
b諸
問
室
町
ミ
礼
宮
崎
宮
'
司
、
Q
h時
宜
誌
を
号
、
柏
町
F
(
匂
中

円

F

S
品∞
)
U
F
2
5
ζ
仲
間

5
5
p
h
問、
h

恐
喝
誼
同
町
内
詰
的
む
足
立
言
、
ミ
手

足
場
(
司

R
F
S
O
S
-
同

)-HHO
同
・
等
が
あ
る
。

(

2

)

ア
ミ
ロ

1
の
報
告
に
つ
い
て
は
、

b
w
d
p
h
せ
同
師
、
白
、
、
~
再
逮

SHa
マ
se

乱

2
M
M
P
B
。m

b

門戸

F
g
(以
下
、

k
H

】
y
.
N
・
印

-L・
:
:
と
略
す

γ

同

Y

N
吋
。

l
N叶
由
・

と
こ
ろ
で
、
ア
ミ
ロ
ー
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
普
通
選
挙
制
に
反

対
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
普
通
選
挙
を
人
民
主
権

(
E
8
5
2巳
ロ

z
b

《
吉
田
V
2
1巾
)
の
名
で
要
求
す
る
読
願
者
た
ち
は
、
主
権
は
分
割
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
さ
も
な
け
れ
ば
全

体
の
主
権

(
}
m
W
8
5
2
m
g
z
b
E
S
E
H
)
が
個
々
の
意
思
に
よ
っ
て

破
壊
さ
れ
、
か
っ
し
ば
し
ば
主
権
を
構
成
す
る
該
部
分
と
対
立
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
ま
し
て
個
々
の
市
民
は
主
権
を
忽



奪
し
行
使
す
る
い
か
な
る
権
利
も
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
・
・
・
ま
た
税

プ
リ
グ
イ

ν
l
ジ

ユ

ギ

ヤ

ヲ

ン

テ

イ

額
制
限
選
挙
制
は
特
権
で
は
な
い
。
そ
れ
は
保
証
な
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
は
選
挙
権
を
労
働
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、

L

Z
~
ミ

ユ

ヲ

グ

ヨ

ン

ア

ン

ピ

ユ

b
p
y
冒
ン

か
も
競
争
心
の
原
理
こ
そ
が
崇
高
で
し
品
潔
な
推
進
力
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
発
言
の
前
半
部
分
は
、
主
権
の
分
有

主
権
的
理
解
に
対
す
る
批
判
と
し
て
興
味
深
い
。

プラ γス選挙制度史 (3) 

(
3
)
プ
ー
ル
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
〉

-HU--N・
ω
-
L
S
-
-
M・
宏
司
1ω

臼・

。ブ

l
ル
も
ァ
、
ミ
ロ

I
同
様
「
請
願
者
の
誤
り
は
、
公
務
(
向
。
ロ
円
安
)
口

問)己】-五
C
O
)

の
行
使
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
も
の
を
権
利
と
考
え

る
こ
と
に
由
来
す
る
。
人
民
主
権
の
原
理
(
]
ぬ
胃

5
2旬
。
母
一
m

凹

E
S
E
-ロ
2
b
H
E宮
E
B
)
は
、
我
々
を
危
険
で
非
常
識
な
諸
結
論

へ
と
導
く
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
人
民
主
権
の
行
使
は
実
質
的
に
不
可

エ
ス
プ
リ

能
で
あ
り
、
し
か
も
精
神
は
三
二

O
O万
の
市
民
が
現
実
に
参
加
す
る

主
権
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
:
:
普

通
選
挙
の
実
施
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
て
普
通
選
挙
制
に
反
対
し

た
。
プ
ー
ル
は
明
確
に
「
選
挙
権
公
務
論
」
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

(
4
)

一
八
四

O
年
の
請
願
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

ζ
日開山口
U
F
O
M
y
i
f

-u
・
H
]
F品
l
H
H
J可

報
告
者
の
ゴ
ル
ベ
リ
は
普
通
選
挙
制
の
採
用
に
つ
い
て
は
明
白
に
そ

れ
を
放
棄
し
て
い
た
が
、
請
願
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
諸
改
革
に
つ
い

て
は
「
正
当
か
つ
多
数
人
の
要
求
に
与
え
ら
れ
る
満
足
の
み
が
続
端
な

要
求
を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
請
願
が
な
し
た
提
案
の

研
究
の
必
要
性
を
認
め
た

(
N
E
R
-
司
・
ロ
申
)
。

(
に
ノ
〉
た
と
え
ば
、
「
人
権
協
会

(ωO口
広
芯

L
S
U
E
-田

LO
で
出

c
g
g
o

。
件
仏
口
三

gu話
口
)
」
は
、
一
八
三
三
年
に
発
表
し
た
声
明
の
中
で
、
普
通

選
挙
に
よ
る
単
一
国
民
議
会
の
選
出
を
提
唱
し
た
(
詳
し
く
は
、
伊
藤

満
智
子
「
オ

l
ギ
ュ
ス
ト
・
プ
ラ
ン
キ
と
七
月
王
政
期
の
共
和
派
運
動
」

『
歴
史
学
研
究
』
一
一
一
六
一
二
号
・
一
九
七

O
、
二

O

二
二
良
を
参
照
)

0

(
6
)
と
く
に
、
「
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
紙
(
マ
ラ
ス
ト
)
と
「
ラ
・
レ
フ

ォ
ル
ム
」
紙
(
ル
ド
リ
ュ
H

ロ
ラ
ソ
、
ア
ラ
ゴ
、
ル
イ
・
プ
ラ
ン
等
〉
。

(
7
)
共
和
主
義
的
な
雑
誌
と
し
て
は
、
「
共
和
評
論
(
河

2
5
同

SEE--

szo)」
(
デ
ュ
ポ
ン
)
と
「
進
歩
評
論

(HN25
与
口
司

g
m芯
ω)
し
(
ル

イ
-
-
フ
ラ
ン
)
と
が
あ
り

(
A
・
テ
ュ
デ
ス
ク
『
フ
ラ
ン
ス
の
民
主
主

義
』
大
石
明
夫
訳
・
評
論
社
・
一
九
七
四
、
一

O
九
頁
)
、
と
り
わ
け
デ

ュ
ポ
ン
(
ロ
名
O
口
同
)
は
一
八
三
四
年
お
よ
び
一
八
三
五
年
の
「
共
和
評

論
」
に
お
い
て
普
通
・
沢
接
・
県
単
位
選
挙
制
を
主
張
し
た
(
切
自
己
子

O
H
y
i
?噂
匂
-

N
叶
)
。

(
8
)
た
と
え
ば
、
後
に
三
月
五
日
の
デ
グ
レ
や
第
二
共
和
制
憲
法
の
起
草

に
関
与
す
る
コ
ル
ム
ナ
ン
(
わ

2
5
8
5
)
は
、
一
八
三
二
年
に
、
「
普

通
選
挙
制
は
、
最
も
基
本
的
で
か
つ
最
も
簡
単
で
あ
り
、
し
か
も
最
も

完
全
で
あ
る
。
普
通
選
挙
制
は
人
間
の
平
等
の
最
も
高
尚
な
表
明
で
あ

る
。
普
通
選
挙
制
は
人
民
主
権
の
ド
グ
マ
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
普
通
選
挙
制
を
支
持
し
た
(
ロ
g
t
L・
0
同
y
n
F
同》凶印)。

ま
た
、
ア
ラ
ゴ
(
〉

g
問
。
)
は
一
八
四

O
年
に
議
会
で
労
働
者
の
悲

惨
な
状
態
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
改
善
す
る
に
は
選
挙
権
の

拡
大
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
演
説
は
議
会
外
で
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米J

非
常
な
反
響
を
よ
び
労
働
者
は
か
れ
を
支
持
し
て
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ

l
ル
で
デ
モ
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
芯
ミ
ニ
司
・
印
。
)
。

さ
ら
に
、
急
進
共
和
派
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
ル
ド
リ
ュ
H

ロ

ラ
ン

p
a
E
E同

No--ぃ
P
な
お
、
か
れ
は
後
に
「
普
通
選
挙
の
父
」
と

呼
ば
れ
る
)
も
、
一
八
四
一
年
七
月
に
サ
ル
ト
県
の
有
権
者
の
前
で

「
(
現
状
打
破
の
た
め
に
)
な
す
べ
き
第
一
歩
は
選
挙
改
革
を
実
現
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
な
し
に
は
平
和
的
な
進
歩
は
不
可
能
で

ヲ
ヂ
イ
カ
h
p

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
改
革
は
徹
底
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
市
民
が
選
挙
人
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
」
と
述
べ
、
普
通
選
挙
制
を
主
張
し
た
(
冨
伝
庄
町
田
p
o司・円
-f

H
M
-
H
印N
-

喜
安
朗
「
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
政
」
『
岩
波
講
座
世
界
際
史

)
九
近
代
六
』
岩
波
諮
問
・
一
九
七
四
、
一
九
八
頁
)
。

資

選
挙
法
改
正
案

選
挙
法
改
正
案
は
、

一
八
四

O
年
以
降
幾
度
か
談
会
に
提
出
さ
れ
た
。
ま

ず
、
一
八
凶
二
年
に
は
デ
ュ
コ
ス
(
り

zgM〉
が
、
県
の
陪
審
名
簿

(z-EO

門

-
b
℃
R
Z
B
Oロ
S
Z
仏

E
Z
q
)
に
登
録
さ
れ
た
す
べ
て
の
市
民
に
選
挙
権
を

付
与
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
は
二
日
間
の
審
議
を
通
じ
て
中
央

左
派
に
よ
り
支
持
さ
れ
た
が
、
結
局
二
二
四
対
一
九
三
で
否
決
さ
れ
た
。
ま

た
、
一
八
四
五
年
に
も
同
様
の
提
案
が
ク
レ
ミ
ュ

l
(の
芯
ヨ
町
内
ロ
凶
)
に
よ
っ

{
2
)
 

て
な
さ
れ
た
が
、
真
面
目
に
審
議
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、

一
八
四
六
年
八
月
一
日
の
選
挙
で
政
府
与
党
た

(
3
}
 

る
ギ
ゾ
l
派
が
前
例
の
な
い
圧
勝
を
収
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
政
府
反
対
諸
派
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は
現
存
の
議
会
制
度
お
よ
び
選
挙
制
度
の
不
合
理
性
な
い
し
欠
陥
を
以
前
に

も
ま
し
て
強
く
意
識
し
、
新
た
な
改
革
運
動
の
展
開
の
必
要
性
を
痛
感
す
る

一
八
四
七
年
春
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
エ
・
ド
・
オ
l

に
至
っ
た
。
か
く
し
て
、

ラ
ン
ヌ
(
巴
己

4
2
m
H
2
号
国

E
H同
ロ
ロ
伺
)
は
、
二
五
歳
以
上
で
少
く
と
も
一

(
5
)
 

0
0
フ
ラ
ン
の
直
接
税
を
支
払
う
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
男
性
に
選
挙
権
を

キ
ヤ
d
F
U
V

テ

与
え
る
こ
と
お
よ
び
「
能
力
者
」
の
数
を
増
や
す
こ
と
な
ど
を
提
案
し
た
の

{

6

)

(

7

)

 

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
も
五
日
間
の
審
議
の
後
、
二
五
二
対
一
玄
四

で
否
決
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
一
八
三
一
年
法
の
改
正
を
目
的
と
し
た
諸
提
案
は
い
ず
れ
も

穏
健
か
つ
微
混
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ギ
ゾ
ー
を
中
心
と
す

る
政
府
与
党
は
頑
迷
に
こ
れ
に
抵
抗
し
「
イ
ン
モ
ピ
リ
ス
ム
の
態
度
」
を
と

'

Y

ケ

り
続
け
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
選
挙
法
改
正
運
動
は
議
会
の
外
で
「
改
革
宴

会
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

(

l

)

デ
ュ
コ
ス
は
、
提
案
に
際
し
、
か
れ
の
提
案
が
一
八
ご
二
年
法
が
部

キ
キ
d
F
γ

テ

分
的
に
実
施
し
た
「
能
力
者
」
の
追
加
の
原
則
を
発
展
さ
せ
る
も
の
で

し
か
な
い
と
言
明
し
た
(
デ
ュ
コ
ス
の
提
案
に
つ
い
て
は
、

7
向

Fm山口町-

m
n・

s-口

FHU・
5
N
1
5
f
回
目

2
5
8・号-同】
-
U
M

を
参
照
)
。

(

2

)

グ
レ
ミ
ュ

l
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
包
括

zups-
門
戸
℃
・

5斗
l

]5
∞u
回
知
己
主
-

C同
v
・
2
了
℃

ω]「



(3) 

(
3
)
政
府
与
党
二
九
一
、
反
対
諸
派
二
ハ
八
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
(
中

木
康
夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
(
上
)
』
未
来
社
・
一
九
七
五
、
八
八
頁
)
。

ベ
イ
イ
・

νガ
ル

(
4
〉
政
府
反
対
派
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
悪
の
根
源
は
法
的
な
国
の
狭
隆

さ
に
あ
る
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
百
E
-若
宮
〈
釘
Z
F
N
Q
ミ
ミ
ミ
・

円
旨
な
礼
儀
可

h
君
民

~~nh十
J
何
回

ν釦
門
戸

P
]
F芝山
N
-
同

Y
H
N
H
)
。

(
5
)

一
八
一
一
一
一
年
法
で
は
二

0
0
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。

(
6
〉
こ
の
提
案
に
よ
れ
ば
二

O
万
人
程
度
の
選
挙
人
の
増
加
が
見
込
ま
れ

た
に
す
ぎ
な
い
。
き
わ
め
て
微
湿
な
改
正
案
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
オ
l
ラ
ン
ヌ
の
意
図
は
、
デ
ュ
コ
ス
同
様
一
八
三
二
年
法
の

基
本
原
則
(
税
額
制
限
選
挙
制
)
を
否
定
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ
の

適
用
に
お
け
る
量
的
拡
大
に
存
し
た
の
で
あ
る
(
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
エ
・

ド
・
オ
l
ラ
ン
ヌ
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
一
7
虫
色
白
日
目
P

。HV
-
n
F
f
司・一戸∞∞
1

5
r
国
曲
目
立
子
。
喝
・

2
了
℃
・

ω
H
U

〈
-m-op
。司
-
n
-了
間
)
・

H
N
N
)
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
い
わ
ゆ
る
「
運
動
党
(
宮

B
E
冨
E
g
'

B
g同
)
」
(
一
八
三

O
年
憲
章
を
出
発
点
と
し
て
議
会
制
改
革
や
選
挙

権
の
拡
大
な
ど
、
よ
り
民
主
的
な
改
革
を
志
向
す
る
〉
の
系
譜
に
つ
ら

な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
(
運
動
党
に
つ
い

て
は
、
中
木
、
前
掲
書
、
六
五

l
六
六
頁
を
参
照
〉
。

(

7

)

こ
の
審
議
過
程
で
ギ
ゾ
ー
は
改
正
案
を
し
り
ぞ
け
る
べ
く
、
「
我
々

の
選
挙
制
度
は
実
際
に
お
い
て
有
用
か
つ
実
効
的
で
あ
る
の
と
同
様
、

原
則
に
お
い
て
も
正
当
か
つ
法
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た

と
い
わ
れ
る
(
宮
伝
5
2
P
D司
・
門
戸
・
甘
口
叶
)
。

(
8〉
小
川
晃
一
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
』
(
木
鐸
社
・
一
九
七
五
)

ブラシス選挙制度史

一
O
二
頁
。

改
革
宴
会

オ
l
ラ
ン
ヌ
の
提
案
が
議
会
で
否
決
さ
れ
る
と
、
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
パ
ロ

l

(
。
念
日
C
ロ
回
2
5
H
)
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
王
朝
的
反
対
派
は
イ
ギ
リ
ス
で
し

ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
改
革
宴
会
の
形
式
で
選
挙
法
改
正
運
動
を
行
な
う
こ
と

を
決
意
し
た
。
最
初
の
改
草
宴
会
は
、
一
八
四
七
年
七
月
九
日
、
パ
リ
の
シ

ャ
ト
l

・
ル
ー
ジ
ュ
で
約
一
二

O
O名
の
参
加
者
(
王
朝
的
反
対
派
ば
か
り

で
な
く
穏
健
共
和
派
も
参
加
)
を
集
め
て
関
か
れ
た
。
は
じ
め
積
極
的
に
参

加
す
る
こ
と
を
控
え
て
い
た
急
進
共
和
派
も
、
一
一
月
七
日
の
日
I
ル
で
の

宴
会
以
降
こ
の
運
動
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
そ
れ
と
と
も
に
、
改
革
宴

会
に
お
け
る
要
求
も
単
な
る
選
挙
権
の
拡
大
か
ら
普
通
選
挙
権
の
獲
得
へ
と

急
進
化
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
全
部
で
七

O
の
宴
会
が
開
催
さ
れ
、

参
加
者
は
一
万
七
千
名
を
数
え
た
と
い
わ
れ
お
v

」
の
よ
う
な
改
革
宴
会
と
い
う
形
式
に
よ
る
選
挙
法
改
正
運
動
の
新
た
な

展
開
に
対
し
、
国
王
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
一
八
四
七
年
一
二
月
二
八
日
の

議
会
開
会
演
説
に
お
い
て
改
革
宴
会
を
厳
し
く
批
判
し
、
ま
た
ギ
ゾ
l
政
府

北法30(3・97)609

も
翌
一
八
四
八
年
一
月
一
四
日
に
パ
り
で
の
改
革
宴
会
の
開
催
を
禁
止
す
る

(
6
)
 

こ
と
を
発
表
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
パ
リ
の
民
衆
は
二
月
一
一
一
一
日
街
頭
行
進

(
6
)
 

を
も
っ
て
応
え
た
。
二
月
革
命
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
。



料

ン

ケ

(

l

)

「
改
革
宴
会
」
を
扱
っ
た
文
献
と
し
て
は
、

H
C
F
ロ
』
・
国
自
問
「

5
8・

-F吋
「
め
】
1
5ロロ}戸国防ロ』富山畔

(

U

州口

H
G
E
mロ
O
間
同
∞
品
、
吋
f
l
H
∞
h
仲
間
山

J
叫

d
p
m
w
h
ロミ
J

詰
白
向
。
¥
ミ
ミ
問
、
苫
忠
之
句
、
H
・
5
-
-
Mハ
M
Q
H・
5
2・唱
-
H
R
が
あ
る
。

(
2
)
こ
の
宴
会
に
参
加
し
た
ル
ド
リ
ュ
H

ロ
ラ
ン
は
、
演
説
の
中
で
「
各
市

民
は
自
由
に
か
つ
直
接
に
自
己
の
代
表
者
を
選
出
す
る
権
利
を
も
っ
。

あ
る
人
(
ミ
ジ
ニ
ャ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
パ
ロ
ー
で
あ
る
と

さ
れ
る
)
は
あ
な
た
が
た
に
選
挙
権
は
絶
対
的
権
利
で
は
な
く
一
つ
の

公
務
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
私
の
と
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
と
い
わ
れ
る
(
宮
前
E
E
P
D司・

n
-
f

HYH
∞ω)。
こ
れ
は
、
ル
ド
リ
ユ
H

ロ
ラ
ン
が
明
確
に
「
二
つ
の
選
挙
権

論
」
を
前
提
と
し
、
「
選
挙
権
権
利
論
」
の
立
場
に
た
つ
こ
と
を
示
す

も
の
と
し
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
発
言
で
あ
る
。
前
述
の
プ
ー
ル
の
発

言
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
二
月
革
命
の
直
前
に
お
い
て
も
選
挙
権
論

に
関
す
る
大
革
命
期
以
降
の
シ
ェ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
選
挙
権
公
務
論
↓

制
限
選
挙
制
、
選
挙
権
権
利
論

i
普
通
選
挙
制
が
依
然
と
し
て
維
持
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

(
3
)

切
回
目
立

p
c
-
M・円
-
f
H
U・
ωAHV
〈

-mFOH-GH》・

n
-
f
唱
-HNω
・

(
4〉
切

E
m
r
5
2・
C
H
M
-
n
F
f
H
Y
E
V
〈
-
m
-
o
p
O
H
y
n
p
f
u
-
お
ω

(
5
)
政
府
を
し
て
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
に
至
ら
し
め
た
直
接
的
契
機

は
、
一
八
四
八
年
一
月
二
日
に
リ
モ

l
ジ
ュ
で
聞
か
れ
た
革
命
的
な
い

し
共
産
主
義
的
改
革
宴
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
宴
会
の
乾
杯
は
、
「
人
民

主
権
」
、
「
労
働
の
組
織
」
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
平
穏
に
関
す
る
問
題
」
、

「
普
通
選
挙
」
、
「
人
民
」
等
に
旅
げ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
(
詳
し
く
は

資

切
同
己
悶
「
自
由

P
。
匂

-
n日
同

二

日

ν

・ロム
ω)
。

(
6
)
二
月
革
命
の
勃
発
を
導
い
た
要
因
と
し
て
、
以
上
で
検
討
し
た
選
挙

法
改
正
運
動
の
他
に
、
一
八
四
五

l
四
六
年
の
農
業
凶
作
に
起
因
す
る

経
済
危
機
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
喜
安
、
前
掲
書
、
一
九
四
頁
)
。
こ

の
二
つ
の
要
因
が
「
二
月
一
一
一
一
日
に
予
定
さ
れ
た
パ
リ
第
一
二
区
で
の

改
革
集
会
(
宴
会
)
が
政
府
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し

て
結
合
し
、
パ
リ
民
衆
蜂
起
と
し
て
爆
発
し
た
」
の
で
あ
る
(
北
川
善

英
「
二
月
革
命
と
「
労
働
権

po島

S
広
告
可
雪
国
己
)
」
1

フ
ラ
ン
ス

人
権
史
の
一
考
察
付
|
」
『
法
政
論
集
』
第
八
一
号
・
一
九
七
九
、
三

九
頁
を
参
照
)
。

北法30(3・98)610

第
二
節

第
二
共
和
制
下
の
選
挙
制
度

一
八
四
八
年
三
月
五
日
の
デ
グ
レ

二
月
二
四
日
、
オ
ル
レ
ア
ン
王
家
の
最
終
的
廃
止
と
共
和
国
臨
時
政
府
の

成
立
と
が
宣
せ
ら
れ
、
こ
こ
に
第
二
共
和
制
が
成
立
し
た
。

早
速
コ
ル
ム
ナ
ン
お
よ
び
イ
ザ
ン
ベ

l
ル

(
H
E
g
r
R
C

の
両
名
に
憲
法
制
定
議
会
選
挙
に
関
す
る
デ
グ
レ
案
の
起
背
中
を
委
託
し
た
。

臨
時
政
府
は
、

草
案
は
三
月
二
日
に
朗
読
さ
れ
、
臨
時
政
府
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
宣
言
を
満

場
一
致
で
可
決
し
た
。
「
臨
時
政
府
は
、
原
則
と
し
て
、
選
挙
が
い
か
な
る

税
額
要
件
も
な
し
に
普
通
・
直
接
選
挙
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
」
。

コ
ル
ム
ナ
ン
案
の
逐
条
審
議
は
三
月
四
日
に
開
始
さ
れ
、
翌
三
月
五
日
臨
時



(
3
)
 

政
府
は
草
案
を
一
部
修
正
し
て
可
決
し
、
一
二
月
六
日
に
公
布
し
た
。

こ
の
デ
ク
レ
は
普
通
直
接
選
挙
制
を
採
用
し
た

(
第
五
条
)
。
二
一
歳
以

上
で
コ
ミ
ュ

l
ン
に
六
カ
月
以
上
居
住
し
、
し
か
も
市
民
権

2
5
H
Z
丘
三
・

心

E
2
)
の
行
使
を
剥
奪
も
し
く
は
停
止
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス

人
男
性
に
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
(
第
六
条
)
、
他
方
被
選
挙
権
は
二
五
歳
以

上
の
フ
ラ
ン
ス
人
男
性
に
認
め
ら
れ
た
(
第
七
条
)
。
ま
た
、
こ
の
デ
グ
レ

は
県
単
位
名
簿
式
投
票
制
を
採
用
し
、
当
選
す
る
た
め
に
は
相
対
多
数
を
獲

得
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
し
た
(
た
だ
し
、
震
低
二

O
O
O票
の
獲
得

が
必
要
。
第
四
条
、
第
九
条
)
。
な
お
、
憲
法
制
定
議
会
は
九

O
O名
(
本
国

八
八
四
名
、
ア
ル
ジ
エ
リ
l
四
名
、
植
民
地
一
二
名
)
の
議
員
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
(
第
三
条
)
、
議
員
に
は
一
日
に
つ
き
二
五
フ
ラ
ン
の
手
当
が
支
払

わ
れ
る
(
第
一

O
条
)
。
そ
の
他
選
挙
手
続
の
詳
細
は
三
月
五
日
の
デ
ク
レ

を
補
完
す
べ
く
作
成
さ
れ
た
三
月
八
日
の
訓
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。

(3) 

(

l

)

臨
時
政
府
は
一
一
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
穏
健
共
和
派
が
多
数
を

占
め
た
(
詳
し
く
は
、
中
村
陸
男
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
社
会
権

の
発
展
(
二
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
一
五
巻
一
号
・
一
九
六
回
、
一
五

七
頁
、
高
村
忠
成
「
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
の
興
亡
」
『
創
価
法
学
』

四
巻
四
号
・
一
九
七
五
、
一
三
九
頁
等
を
参
照
〉
。

(
2
)

臨
時
政
府
の
構
成
員
の
中
で
最
も
普
通
選
挙
制
の
確
立
の
た
め
に
努

力
し
た
の
は
、
内
務
省
に
陣
ど
っ
た
ル
ド
リ
ュ
H

ロ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。

ブラシス選挙制度史

(
3
)
三
月
五
日
の
デ
ク
レ
の
制
定
経
過
に
つ
い
て
は
、
回
以
内
E
-
四回
ω
C
チ

同
)
ミ
マ

3
2
ミ
L

『
ま
之
さ
と
も
詰
師
、
。
』
民
同
右
足
時
伺
弘
司
芯
・
町
内
向
。
更
な
同
h
h
v
E
a

ミ
右
足

p
q
R
F
H
U品
目

)-H-Y
司

-
H
S
7
7
P
R
o
-
F
S
C
H
-
院院円
E
g
o
-

目
。
口
同

L

Z

E
山

S
m
o
g
-〈
氏
自
-
3

・
~
〈
g
S
N
~同

k
g
g
h
p
ロ
o
H
P

]
F

申
品
∞
.
司
-

N
印
民
・

(
4
〉
デ
ク
レ
の
正
文
に
つ
い
て
は
、
同
叫
偽
門
主
む
の
弘
、
"
h
、白町民崎町旬
L

円。
h
h

ミ

た
白
人
占
ミ
ミ
p

h
司
令
与
さ
s

h

h

g

(

以
下
、
単
に
河
町
内
宮
町
民
戸
:
・
・
と
略

A
a
J
)
切
]
戸
∞
品
∞
・
匂
‘
]
戸
品

(
5
〉
臨
時
政
府
は
、
は
じ
め
県
単
位
名
簿
式
投
票
制
で
は
な
く
小
選
挙
区

単
記
投
票
制
(
人
口
を
基
礎
と
し
て
全
国
を
選
任
す
べ
き
議
員
と
同
数

の
選
挙
区
に
分
割
す
る
方
法
)
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に

選
挙
区
の
境
界
決
定
に
関
す
る
計
算
が
マ
チ
ュ

l
(
ζ
三
E
E
)
に
委
託

さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
こ
の
方
法
は
臨
時
政
府
が
考
え
て
い
た
よ
り
も

は
る
か
に
時
間
の
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
マ

ラ
ス
ト
(
富
山
『

ga)
は
、
地
方
の
あ
ら
ゆ
る
影
響
力
に
服
す
る
小
選
挙

区
毎
の
選
挙
に
対
し
不
満
が
累
積
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
県
単
位

名
簿
式
投
票
制
を
提
案
し
た
。
こ
の
マ
ラ
ス
ト
の
提
案
に
対
し
て
は
、

名
簿
式
投
票
制
は
選
挙
人
の
経
験
に
根
ざ
し
た
選
択
お
よ
び
当
選
者
と

選
挙
人
の
直
接
的
関
係
を
妨
げ
る
偶
然
の
選
挙
を
も
た
ら
す
と
し
て
、

若
干
の
反
対
が
あ
っ
た
(
こ
の
よ
う
な
応
酬
は
第
三
共
和
制
期
に
お
け

る
選
挙
方
法
に
つ
い
て
の
議
論
の
萌
芽
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
)
。

し
か
し
、
結
局
時
間
の
配
慮
が
ま
さ
り
、
名
簿
式
投
票
制
が
採
用
さ
れ

た
の
で
あ
る
(
∞
自
片
手
匂
ミ
マ
宮
内
師
ニ
℃
E
H
E
N
u
h
w
号
室
。
室
内
苫
?
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料

同

Y
4
1
∞)。

(
6
)
こ
の
手
当
制
は
じ
つ
に
重
要
な
民
主
的
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
労
働
者
で
あ
ろ
う
と
も
議
員
に
選
出
さ
れ
た
も
の
は
経
済
的
な
心
配

を
す
る
こ
と
な
く
十
分
政
治
活
動
に
う
ち
こ
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
(
高
村
、
前
掲
論
文
、
一
四
四

l
一
四
五
真
)
。
デ
ク

レ
は
こ
の
他
に
、
投
票
は
秘
密
で
あ
る
こ
と
(
第
八
条
)
、
選
挙
の
基

礎
は
人
口
で
あ
る
こ
と
(
第
二
条
)
等
を
定
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
三

月
五
日
の
デ
ク
レ
が
採
用
し
た
選
挙
に
関
す
る
諸
原
則
お
よ
び
諸
手
続

は
、
一
八
四
八
年
怠
法
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
臨
時
政
府
は
三
月
二
ハ
日
の
宣
言
(
ラ
マ
ル
チ
l
ヌ
の

起
草
)
に
お
い
て
「
我
々
が
作
成
し
た
臨
時
選
挙
法
は
、
地
上
の
あ
ら

ゆ
る
国
に
お
い
て
今
ま
で
人
間
の
至
上
権

(
-
0
2
M
M
円
冊
目
。
仏

5
昨

L
O

-
d
o
B
B
m
)、
す
な
わ
ち
人
間
悶
有
の
主
権
の
行
使
に
人
民
が
召
集
さ

れ
た
も
の
の
中
で
最
も
広
汎
な
も
の
で
あ
る
。
選
挙
は
例
外
な
く
す
べ

て
の
人
に
属
す
る
。
こ
の
法
律
以
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
も
は
や
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
は
存
在
し
な
い
。
他
人
に
君
は
私
よ
り
多
く
の
主
権
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
市
民
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ

三
月
五
日
の
デ
ク
レ
を
絶
賛
し
た
(
の

g円
m
g
F
R
E宮

--0・
h
g

ミ
忠
吉
ご
と
R
Hミ
2
2・
F
E
m・
5
ω
A
r
H
V・
品
目
怠
・
訳
に
つ
い
て
は

ジ
ャ
ン
・
ロ
ム
『
権
力
の
座
に
つ
い
た
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
』
木
崎
喜

代
治
訳
・
岩
波
害
賠
・
一
九
七
一
、
二
八
二
頁
参
照
〉
。
こ
の
宣
言
は
、

-
八
四
八
年
の
指
導
者
た
ち
の
気
概
と
現
実
認
識
の
甘
さ
と
を
同
時
に

資

表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
7
)

訓
令
の
正
文
に
つ
い
て
は
、
均
時

ghp-
お
お
・
切
-

H
叶
i
H

∞-

北法30(3・100)612

一
八
四
八
年
一
一
月
四
日
憲
法

川
憲
法
制
定
議
会
選
挙

三
月
五
日
の
デ
ク
レ
は
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
四
月
九
日
に
施
行
す
る
と

し
て
い
た
が
、
社
会
主
義
諸
派
お
よ
び
そ
の
影
響
下
に
あ
る
パ
リ
の
民
衆
は

選
挙
人
の
四
分
の
三
が
居
住
す
る
地
方
農
村
が
依
然
と
し
て
地
主
や
伝
統
的

名
望
家
層
の
影
響
下
に
あ
り
、
ま
た
左
翼
急
進
派
の
基
盤
が
パ
リ
な
ど
大
都

市
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
鑑
み
て
選
挙
の
早
期
実
施
に
激
し
く
反

対
し
た
。
と
り
わ
け
@
フ
ラ
ン
キ
(
回
E
ロ
』
巳
)
は
三
月
七
日
以
降
選
挙
の
無

期
延
期
を
主
張
し
て
運
動
を
展
開
し
、
一
一
一
月
一
七
日
に
は
選
挙
の
延
期
を
要

求
す
る
一

O
万
人
の
民
衆
デ
モ
を
組
織
し
た
。
臨
時
政
府
は
こ
の
よ
う
な
運

動
に
対
応
し
て
選
挙
期
日
を
二
週
間
延
期
し
、
四
月
一
一
一
一
一
日
に
選
挙
を
行
な

う
こ
と
に
し
た
。

四
月
一
一
一
一
一
目
、
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
が
三
月
五
日
の
デ
ク
レ
お
よ
び
一
二

月
八
日
の
訓
令
に
基
い
て
行
な
わ
れ
た
。
選
挙
人
は
一
挙
に
ほ
ぼ
九

O
O万

人
(
七
月
王
制
期
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
約
四

O
倍
)
と
な
り
、
投
票
率
も

八
三
・
五
%
に
達
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
選
挙
の
結
果
は
プ
ラ
ン
キ
ら
が
懸

念
し
た
ご
と
く
社
会
主
義
者
の
敗
北
に
終
り
、
，
フ
ラ
ン
キ
、
カ
ベ

(
(
リ
国
}
U
O丹
)



な
ど
戦
闘
的
社
会
主
義
者
は
パ
リ
を
基
盤
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
挙
落

選
し
た
。
九

O
O名
の
議
員
の
う
ち
多
数
派
は
「
社
会
革
命
」
を
望
ま
な
い

穏
健
共
和
派
に
属
し
、
よ
り
急
進
的
な
共
和
派
で
後
に
「
民
主
社
会
主
義

者

(
t
E
D己
主
gamc己
主
広
芯
ω)
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
二

O
O名
を
超
え

な
か
っ
た
。
正
統
王
朝
派
と
オ
ル
レ
ア
ン
派
と
か
ら
成
る
王
党
派
は
約
二
五

O
名
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
憲
法
制
定
議
会
は
臨
時
政
府
と
比
べ
て
政
治

的
に
穏
健
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
と
り
わ
け
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
!
と
地
方
名

望
家
層
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
「
年
寄
り
の
議
会
(
〉
ω

由。
s
z
g
円
}
M
O
B
-

g
g
円
静
岡
一
由
)
」
で
あ
っ
た
。

五
月
四
日
に
開
会
さ
れ
た
議
会
は
五
月
一

O
日
に
早
速
臨
時
政
府
を
解
散

(3) 

し
、
五
人
か
ら
成
る
執
行
委
員
会
(
穏
健
共
和
派
が
圧
倒
的
多
数
)
と
称
す

る
新
た
な
政
府
の
設
立
を
発
表
し
た
。
ま
た
、
憲
法
の
草
案
を
作
成
す
る
委

員
会
に
つ
い
て
は
、
人
数
は
一
人
名
で
議
会
か
ら
直
接
選
出
す
る
こ
と
と
し

フラ γス選挙制度史

Tこ
同
コ
ル
ム
ナ
ン
委
員
会
と
第
一
次
草
案
の
作
成

五
月
一
七
日
、
一
八
日
の
両
日
、
議
会
で
憲
法
委
員
会
の
一
八
名
の
メ
ン

バ
ー
が
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
に
は
、
正
統
王
朝
派
を
除
い
て
あ
ら
ゆ

る
意
見
が
代
表
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
委
員
会
の
多
数
派
は
穏
健
共
和
派

と
オ
ル
レ
ア

γ
派
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
社
会
主
義
者
は
コ
ン
シ
デ
ラ
ン

(わ。ロ∞
-LA
山
片
言
同
)
と
ヨ
ル
ボ
γ

(

(

リ

O
円
ぎ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
委
員
長
に
は

{
7
)
 

コ
ル
ム
ナ
ン
が
、
書
記
に
は
ヴ
ォ
ア
ラ
イ
エ
(
毛
色
円

E
3
)
が
そ
れ
ぞ
れ
選

任
さ
れ
た
。

委
員
会
で
も
っ
と
も
激
し
く
論
議
さ
れ
た
の
は
、
労
働
権
、
両
院
制
お
よ

び
共
和
国
大
統
領
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
り
、
選
挙
制
度
、
と
り
わ
け
選
挙

権
と
被
選
挙
権
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
。
コ
ル
ム
ナ

γ

は
ま
ず
以
下
の
よ
う
な
選
挙
に
関
す
る
四
原
則
を
提
案
し
た
。
第
一
に
選
挙

は
人
口
を
基
礎
に
す
る
こ
と
、
第
二
に
普
通
直
接
選
挙
制
で
あ
る
こ
と
、
第

三
一
に
選
挙
権
資
絡
お
よ
び
被
選
挙
権
資
格
は
税
額
要
件
な
し
に
、
そ
れ
ぞ

れ
、
二
一
歳
、
二
五
歳
と
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
秘
密
投
票
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
コ
ル
ム
ナ
ン
の
提
案
が
仮
採
択
さ
れ
た
後
、
議
論
の
対

象
は
選
挙
方
法
へ
と
移
っ
た
。

コ
ル
ム
ナ
ン
は
県
単
位
名
簿
式
投
票
制
を
原
則
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を

提
案
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
パ
ロ
ー
は
普
通
直
接
選
挙
制
を
宣
言
す
る
だ
け
で
十
分
で

あ
り
、
選
挙
方
法
に
つ
い
て
は
組
織
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
主
張
し
た
。

ド
ル
ネ
ス
(
り
C
H
H
M
g
)
、
ヴ
ォ
ラ
ベ
ル
(
〈
ωErro--o)、
ポ
l
モ
ン
(
同
w
m
E
H
'
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料

マ
ラ
ス
ト
、

そ
れ
に
デ
ュ
パ
ン
(
ロ
丘
ユ
ロ
)
が
コ
ル
ム
ナ
γ
の
提

言
。
昆
)
、

案
を
支
持
し
た
。
か
れ
ら
は
県
単
位
名
簿
式
投
票
制
の
長
所
と
し
て
、
評
判

資

が
よ
く
し
か
も
有
用
な
人
物
の
選
出
を
容
易
に
す
る
こ
と
、
農
村
、
ヵ
ン
ト

ン
、
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
等
の
地
方
的
利
益
で
は
な
く
一
般
的
な
利
益
の
代

表
を
可
能
に
す
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
た
。

コ
グ
レ
ル
(
の

E
g
g
-
)
と
コ

γ
シ
デ
ラ

γ
が
県
単
位
名
簿
式
投
票
制
に

反
対
し
た
。
と
く
に
コ

γ
シ
デ
ラ

γ
は
諸
党
派
の
醜
悪
な
争
い
を
除
去
し
す

べ
て
の
利
益
、
す
べ
て
の
思
想
が
等
し
く
比
例
し
た
代
表
を
も
ち
う
る
に
は

全
国
区
制
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
方
法
は
現
実
に
は
実
施

し
え
な
い
の
で
三
な
い
し
囚
の
県
が
合
同
し
て
投
票
す
る
こ
と
を
要
求
し

た。
」
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
委
員
会
は
結
局
普
通
直
接
選
挙
を
県
単
位
名

簿
式
投
票
で
行
な
う
こ
と
お
よ
び
秘
密
投
票
の
原
則
を
最
終
的
に
採
択
し

た
。
そ
の
他
の
細
か
い
条
件
と
手
続
は
組
織
法
に
委
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

委
員
会
は
六
月
一
二
日
か
ら
第
一
次
憲
法
草
案
の
全
条
文
の
検
討
を
始
め

た
。
六
月
一
一
一
一
日
に
は
、
婦
人
に
対
し
て
も
選
挙
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
提
案
(
コ
ン
シ
デ
ラ
ン
)
お
よ
び
後
日
法
律
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

時
期
に
読
み
書
き
の
で
き
な
い
フ
ラ
ン
ス
人
か
ら
選
挙
権
を
剥
奪
す
る
と
い

う
提
案
が
出
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
委
員
会
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な

{
叩
)

、
‘
っ
こ
。

品

μ
+
'

川
第
一
次
草
案
と
部
局
の
審
議

六
月
一
九
日
に
マ
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
議
会
に
報
告
さ
れ
た
草
案
は
、
冒
頭

に
置
か
れ
た
九
条
に
わ
た
る
「
義
務
と
権
利
の
宣
言
」
お
よ
び
一

O
章
一
二
一

九
条
か
ら
成
る
本
文
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
c

「
義
務
と
権
利
の
宣
言
」
の
第
四
条
は
、
平
等
原
則
に
つ
い
て
「
平
等
は
、

あ
ら
ゆ
る
生
来
の
称
号
や
特
権
お
よ
び
階
級
も
し
く
は
カ

I
ス
ト
を
排
除
す

る
こ
と
、
各
人
が
徳
と
才
能
以
外
の
選
択
理
由
な
し
に
す
べ
て
の
公
職
に
加

わ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
す
べ
て
の
市
民
が
社
会
の
負
担
と
利

益
に
等
し
く
参
加
す
る
こ
と
に
存
す
る
」
と
宣
言
し
、
ま
た
第
一
章
「
人
民

ュ
=
グ
エ
山
W

サ
り
テ

主
権
に
つ
い
て
」
で
は
、
主
権
は
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
総
体
に
存
し
ハ
第
一

二
条
て
す
べ
て
の
公
権
力
は
人
民
に
由
来
す
る
(
第
一
一
一
一
条
〉
と
規
定
さ

れ
か
い
)
普
通
選
挙
制
は
こ
れ
ら
の
諸
原
則
の
宣
言
の
下
で
採
用
さ
れ
た
の
で

あ
る
。選

挙
制
度
に
つ
い
て
は
第
一
六
条
以
下
(
第
二
章
「
立
法
権
b
で
規
定

さ
れ
た
。
選
挙
権
は
二
一
歳
以
上
で
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
諸
権
利
を
享
受

す
る
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
男
性
に
、
被
選
挙
権
は
税
額
お
よ
び
居
住
要
件

な
し
に
二
五
歳
以
上
で
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
諸
権
利
を
有
す
る
す
べ
て
の

第
二
一
条
)
。
選
挙
は
普

フ
ラ

γ
ス
人
男
性
に
付
与
さ
れ
た
(
第
二

O
条、
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通
直
接
選
挙
で
あ
り
、
県
単
位
名
簿
式
投
票
制
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
(
第

一
九
条
、
第
二
五
条
)
。
三
月
五
日
の
デ
ク
レ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
と
こ
ろ

:
:
、
。

ふ
μφ
山
河

?
V

こ
の
草
案
は
議
会
の
一
五
の
部
局
に
送
付
さ
れ
て
審
議
さ
れ
た
。
審
議
は

六
月
一
九
日
か
ら
七
月
二
四
日
ま
で
、
六
月
事
件
の
影
響
下
で
行
な
わ
れ

た
。
部
局
の
意
見
の
全
般
的
傾
向
は
、
コ
ル
ム
ナ
ン
委
員
会
の
穏
和
な
共
和

主
義
的
精
神
よ
り
一
一
層
保
守
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

部
局
の
意
見
は
各
条
文
毎
に
発
表
さ
れ
た
。
普
通
直
接
選
挙
制
の
原
則

(
第
一
九
条
)
に
つ
い
て
は
、
テ
ィ
エ

l
ル
が
次
の
よ
う
に
宣
一
一
目
し
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
「
私
が
普
通
選
挙
制
に
見
い
出
す
唯
一
の
不
都
合
、
そ
れ

は
普
通
選
挙
制
が
も
は
や
な
す
べ
き
何
事
も
残
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
私
は
同
様
に
直
接
選
挙
制
に
も
賛
成
す
る
。
と
い
う
の
は
人
は
目
的
を

も
ち
、
自
分
が
す
る
こ
と
に
熱
中
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(3) 

選
出
す
べ
き
議
員
を
も
つ
こ
と
、
そ
れ
は
(
な
す
に
値
す
る
)
何
事
か
で
あ

る
。
し
か
し
選
挙
人
し
か
選
任
し
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
十
分
で
は
な
い
」
。

選
挙
権
(
第
二

O
条
)
に
つ
い
て
は
、
第

-
Oお
よ
び
第
-
五
部
局
が
年

フラ γス選挙制度史

齢
要
件
を
組
織
法
に
委
任
す
る
よ
う
要
求
し
た
。

県
単
位
名
簿
式
投
票
制
(
第
二
五
条
)
に
つ
い
て
は
、
第
三
部
局
が
名
簿

式
投
票
制
を
厳
し
く
批
判
し
て
「
名
簿
式
投
票
は
直
接
で
も
真
実
で
も
な

ぃ
。
大
衆
は
一
人
の
人
間
し
か
評
価
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
が

注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
草
案
の
第
二
五
条
は
投
票
は
ご
ト
ン
(
小
品
切
で

行
な
わ
れ
る
と
定
め
て
い
た
が
、
第
二
部
局
は
法
律
で
カ
ン
ト
ン
を
区
分
し

う
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
第
三
部
局
の
若

干
の
メ
ン
バ
ー
は
カ
ン
ト
ン
で
の
投
票
は
農
村
の
な
ず
く
の
選
挙
人
を
選
挙
か

ら
遠
ざ
け
る
と
し
て
コ
ミ
ュ

l
ン
に
お
け
る
投
票
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
反

し
、
第
六
部
局
は
選
挙
人
を
カ
ン
ト

γ
よ
り
も
広
い
範
囲
で
召
集
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
。

」
の
よ
う
に
各
部
局
の
意
見
に
お
い
て
も
選
挙
権
と
被
選
挙
権
の
問
題
は

ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
ず
、
選
挙
方
法
に
つ
い
て
若
干
の
意
見
が
提
出
さ
れ
た

に
と
ど
ま
っ
た
。

同
確
定
草
案
と
議
会
に
お
け
る
審
議

憲
法
委
員
会
は
、
八
月
七
日
、
部
局
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
を
樹
酌
し
て

第
一
次
草
案
を
修
正
す
る
た
め
に
集
会
し
た
。
八
月
後
半
の
二
週
間
で
確
定

草
案
が
作
成
さ
れ
、
憲
法
制
定
議
会
の
各
議
員
に
配
布
さ
れ
た
。

前
文

(
I

叩
)
と
一
一
一
章
一
二

O
条
の
本
文
と
か
ら
成
る
確
定
草
(
舵

ヂ
そ
タ
ヲ
テ
イ

y
ク

は
、
ま
ず
前
文
で
「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
民
主
的
で
あ
る
」
と
宣
し
た
後
、

「
人
民
主
権
」
に
つ
い
て
「
主
権
は
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
総
体
に
存
す
る
。
主
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料

権
は
不
可
譲
渡
で
あ
り
消
滅
す
る
こ
と
が
な
い
。
い
か
な
る
個
人
、
人
民
の

い
か
な
る
部
分
も
主
権
の
行
使
を
溶
取
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
し

資

た
。
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
一
二
条
以
下
で
規
定
さ
れ
た
が
、
第
一
次
草
案

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

議
会
に
お
け
る
確
定
草
案
の
報
告
は
、
八
月
三

O
日
に
マ
ラ
ス
ト
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
マ
ラ
ス
ト
は
公
権
力
の
組
織
に
つ
い
て
「
す
べ

て
の
権
力
は
人
民
、
す
な
わ
ち
そ
の
全
体
が
唯
一
の
主
権
者
で
あ
る
と
こ
ろ

の
成
年
男
子
市
民
の
集
合
に
由
来
す
る
。
主
権
は
一
つ
で
あ
る
。
主
権
は

そ
れ
を
代
表
す
る
人
間
の
選
択
の
た
め
に
普
通
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
表
明
さ

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
代
表
者
の
多
数
が
国
民
意
思
を
体
現
す
る
。
代
表
者
の

表
決
か
ら
生
じ
た
法
律
こ
そ
が
国
民
意
思
の
表
明
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
そ

の
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
マ
ラ
ス
ト
の
発
一
言
は
、
穏
健
共
和
派

の
主
権
論
を
理
解
す
る
う
え
で
参
考
と
な
ろ
う
。

議
会
の
審
議
は
九
月
四
日
に
開
始
さ
れ
た
。
ま
ず
、
主
権
に
つ
い
て
は
ピ

エ
ー
ル
・
ル
ル

l
(
E
R
B
F
2
0口
同
)
が
草
案
の
規
定
を
批
判
し
て
次
の

デ
ス
ボ
デ
ィ
λ
ム

よ
う
な
修
正
案
を
提
出
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「
主
権
は
、
専
制
主
義

と
呼
ば
れ
る
何
ら
か
の
名
称
を
有
す
る
い
か
な
る
人
、
国
王
、
主
子
、
そ
し

て
皇
帝
に
は
属
さ
な
い
。
主
権
は
、
い
か
な
る
カ
l
ス
ト
、
い
か
な
る
ア
リ

ス
ト
ク
ラ
シ
l
、
そ
し
て
い
か
な
る
階
級
に
も
属
さ
な
い
。
主
権
は
各
市
民

に
属
す
る
。
主
権
は
各
市
民
に
属
す
る
と
い
う
理
由
で
の
み
万
人
に
属
す

る
。
各
人
の
主
権
と
万
人
の
主
権
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
じ
つ
に
共
和

制
憲
法
の
目
的
な
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、

」
の
ル
ソ
l
的
な
人
民
主
権
の

理
念
を
包
含
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
ル
ル
l
の
修
正
案
は
、
議
会
で
噸
笑
に

よ
っ
て
迎
え
ら
れ
結
局
否
決
さ
れ
た
。
議
会
は
主
権
に
つ
い
て
確
定
草
案
ど

お
り
可
決
し
た
の
で
あ
る
。

普
通
直
接
選
挙
制
お
よ
び
秘
密
投
票
制
を
規
定
し
た
第
二
四
条
、
選
挙
権

を
規
定
し
た
第
二
五
条
、
そ
し
て
被
選
挙
権
を
規
定
し
た
第
二
六
条
は
、
い

ず
れ
も
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
る
こ
と
な
く
可
決
さ
れ
た
。

選
挙
方
法
(
カ
ン
ト
ン
に
お
け
る
県
単
位
名
簿
式
投
票
制
)
を
定
め
た
第

二
八
条
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
憲
法
委
員
会
が
こ
の
条
文
の
討
議
を
延
期
し
し

か
も
そ
の
規
定
を
選
挙
法
に
委
任
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
議
会
は
そ
れ

を
し
り
ぞ
け
た
。

次
い
で

モ
ラ
H
パ
ラ

γ
ジ
ユ
(
呂
田
口
門
学
切
と
-
田
口
問
巾
)
が
「
議
会
に
は

少
数
派
が
代
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
名
簿
式
投
票
制
は
少
数
派
に
す
ぐ

れ
て
有
利
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
無
関
心
と
無
知
の
た

め
に
国
内
の
少
数
派
が
議
会
内
で
多
数
派
と
な
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
名
簿
式
投
票
制
は
否
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た

実
際
単
記
投
票
制
は
い
つ
も
少
数
派
の
代
表
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
」
と
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述
べ
て
、
ラ
ス
テ
イ
リ

l
(
F
S芯
uEO)
と
と
も
に
単
記
投
票
制
を
提
案
し

た
。
し
か
し
、
両
名
の
提
案
は
一
合
決
さ
れ
、
結
局
県
単
位
名
簿
式
投
票
制
が

採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

憲
法
全
体
に
つ
い
て
の
表
決
は
一

O
月
二
一
一
一
日
に
行
な
わ
れ
、
引
続
き
細

か
い
修
正
と
最
終
的
な
条
文
の
起
草
の
た
め
草
案
は
憲
法
委
員
会
に
送
付
さ

れ
た
。
一
一
月
二
日
、
報
告
者
で
あ
り
か
つ
議
長
で
も
あ
る
マ
ラ
ス
ト
が
最

終
的
な
条
文
を
読
み
あ
げ
た
。
か
く
し
て
、
一
一
月
四
日
、
憲
法
全
体
に
つ
い

て
の
表
決
に
よ
り
草
案
は
七
三
九
対
三

O
の
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。

第
二
共
和
制
憲
法
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

同
一
八
四
八
年
憲
法
の
内
容

一
八
四
八
年
憲
一
向
ぽ
、
「
民
主
的
共
和
国
」
を
樹
立
す
ベ
く
、
前
文
で
最
終

的
な
政
体
と
し
て
共
和
制
を
採
用
す
る
こ
と
お
よ
び
そ
の
共
和
制
は
民
主
的

(3) 

で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
こ
の
こ
と
は

一
人
四
八
年
の
制
憲
者
が
共
和

プラ νス選挙制度史

制
↓
民
主
制
↓
普
通
選
挙
制
と
い
う
公
式
で
政
治
理
念
を
具
体
化
し
て
い
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
主
権
に
つ
い
て
は
そ
れ

(
第
一
条
〉
、
そ
の
コ
ロ
ラ
リ

が
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
総
体
に
存
す
る
と
さ
れ

ー
と
し
て
す
べ
て
の
公
権
力
が
人
民
に
由
来
す
る
こ
と
も
あ
わ
ぜ
て
規
定
さ

れ
た
(
第
一
八
条
〉

0

選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。

憲
法
は
、
ま
ず
議
会
が
一
院
制
で
あ
る
こ
と
(
第
二

O
条
)
お
よ
び
議
員

数
が
七
五

O
名
で
あ
る
こ
と
(
第
一
一
一
条
)
を
定
め
た
。
議
会
選
挙
は
人
口

を
基
礎
と
し
(
第
二
三
条
)
、
普
通
・
直
接
・
秘
密
選
挙
で
行
な
わ
れ
る
(
第

す二
る凶
満条-、J

当選

設霊
長註
り財
7 :.:. 

t蚕
こ件
ハな
人 し
男戸
性，~

伊市

EE 
?~お

ら
よれ
びる
政

Q 治
tt>的
主権

菜手Ij
三を

有

ま
た
二
五
歳
以
上
の
選
挙
人
は
居
住
要
件
な
し
に
被
選
挙
権
を
有
す
る
(
第

二
六
条
)
。
代
表
の
選
出
は
県
単
位
名
簿
式
投
票
で
行
な
わ
れ
、
選
挙
人
は

原
則
と
し
て
カ
ン
ト
ン
の
役
所
所
在
地
で
投
票
す
る
(
第
三

O
条
〉
。
な
お
、

国
民
議
会
議
員
は
常
に
再
選
さ
れ
う
る
が
、
命
令
的
委
任
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
(
第
三
三
条
、
第
三
五
条
)
。
議
員
は
こ
れ
を
選
出
し
た
県
の
代

表
で
は
な
く
全
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
第
三
四
条
)
。

一
八
四
八
年
憲
法
は
誰
も
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
わ
れ

d
7

老

タ

ヲ

ツ

ト

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
憲
法
は
民
主
主
義
者
に
と
っ
て
は
後
退
を
意
味
し
、

コン
t
b
w
グ
ア
ト
ウ
1
b
w

保
守
主
義
者
に
と
っ
て
は
そ
の
共
和
主
義
的
な
用
語
が
不
満
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
普
通
選
挙
制
の
原
則
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
政
治
諸
勢
力

(
党
派
〉
も
公
然
と
は
反
対
し
な
か
っ
た
(
そ
れ
は
制
憲
過
程
か
ら
明
ら
か

で
あ
ろ
う
)
。

一
八
四
八
年
の
指
導
者
た
ち
は
、
普
通
選
挙
制
を
選
挙
法
改

正
運
動
に
源
泉
を
有
す
る
第
二
共
和
制
に
と
っ
て
そ
の
存
在
根
拠
を
示
す
シ
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1'4 

ン
ボ
ル
と
み
な
し
、
そ
れ
を
採
用
し
な
い
こ
と
は
二
月
革
命
を
否
定
し
議
会

王
制
へ
の
復
帰
を
意
味
す
る
と
で
も
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、

資

一
八
四
八
年
窓
法
が
な
し
と
げ
た
普
通
選
挙
制
の
確
立
が
当
時
の
政

治
的
社
会
的
状
況
の
中
に
あ
っ
て
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
民
主
的
改
革
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

(
l
〉
.
フ
ラ
ン
キ
は
次
の
よ
う
に
訴
え
た
。
「
国
民
議
会
の
早
期
の
選
挙
は

共
和
国
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
一
二

O
年
来
反
革
命
の

み
が
フ
ラ
ン
ス
に
話
し
か
け
、
諸
税
法
に
よ
っ
て
く
つ
わ
を
は
め
ら
れ

た
出
版
物
は
社
会
の
表
商
に
し
か
浸
透
し
な
か
っ
た
。
大
衆
の
教
育
は

口
頭
に
よ
る
教
え
に
よ
っ
て
し
か
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
も

常
に
共
和
国
の
敵
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
今
も
な
お
そ
う
で
あ
る
。
主

と
し
て
農
村
に
お
い
て
は
、
敗
れ
た
党
派
の
名
望
家
た
ち
だ
け
が
人
民

の
注
意
を
ひ
き
、
民
主
主
義
に
献
身
的
な
人
々
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

人
民
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
(
国
g
t
p
h
w
S宮
町
室
内
ミ
ニ

唱

-hs'
沢
に
つ
い
て
は
プ
ラ
ン
キ
『
革
命
論
集
上
』
加
藤
晴
康
訳
・
現

代
思
潮
社
・
一
九
七
四
、
六
二
頁
参
照
)
。
こ
の
ブ
ラ
ジ
キ
の
訴
え
は
、

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
対
す
る
か
れ
の
厳
し
い
現
実
認
識
を
表
わ
す

も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
か
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
普

通
選
挙
制
に
全
く
幻
想
を
い
だ
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(

2

)

こ
れ
以
上
の
延
期
は
、
普
通
選
挙
制
が
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
に
も
し
ば

し
ば
あ
ら
ゆ
る
改
本
に
先
立
っ
て
必
要
な
前
提
条
件
で
あ
る
と
説
明
さ

れ
て
い
た
の
で
も
は
や
不
可
能
で
あ
っ
た

(
A
・
テ
ュ
デ
ス
ク
、
前
掲

訳
書
、

一
一
九
頁
〉
。

な
お
、
こ
の
時
期
に
民
衆
デ
モ
を
契
機
と
し
て
、
政
治
の
民
主
化
の
み

を
目
指
す
「
民
主
的
共
和
国
(
戸
田
岡
S
E
E
5
5
t
E
2
2三
官
。
)
」

の
構
想
と
産
業
革
命
期
(
フ
ラ
ン
ス
で
は
七
月
主
制
期
以
降
)
の
市
民

社
会
が
生
み
だ
し
た
種
々
の
社
会
問
題
の
解
決
を
課
題
と
す
る
「
民
主

的
社
会
的
共
和
国
(
戸
内
w
m
S
E
E
-
G
S
L
b
B
O
R
2
5
5
2
8
n
F包め)」

の
構
想
と
の
対
立
が
顕
現
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
二
つ
の
「
共
和
国
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
中
谷
猛
「
ア
レ
ク
シ
ス
・

ド
・
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
と
第
二
共
和
制

l
「
明
日
の
共
和
主
義
者
」
の
一

類
型

l
」
『
長
崎
造
船
大
学
研
究
報
告
』
一

O
巻
・
一
九
六
九
、
五
一
一
一

頁
以
下
を
参
照
)
。

(

3

)

四
月
二
三
日
の
選
挙
は
、
普
通
直
接
選
挙
が
フ
ラ
ン
ス
(
の
み
な
ら

ず
西
欧
の
諸
大
国
の
)
選
挙
制
度
史
上
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

(

4

)

冨
広
B
E
n
-
む

-v-nぃ
了
℃
・
∞
印
・

た
だ
し
、
ジ
ャ
ン
・
ロ
ム
氏
に
よ
れ
ば
、
選
挙
人
は
九
三
六
万
人
、

投
票
者
は
七
八
九
万
一
千
人
(
八
四
%
〉
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
(
ロ
ム
、

前
掲
訳
書
、
二
八
三
頁
)
。

(

5

)

回
自
己
子
匂
ロ
ミ
ミ
室
戸
-
同
-
F
℃
-

M
∞叶

u
h
w
b
t
k
w
吉
川
苦
肉
、
え
二
回
)
・

2
l印日・

(
6
)

憲
法
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
∞
ω
2
F
P
U
Rマ
芯
S
-
L
H
-
℃

-
N
8・

中
村
、
前
掲
論
文
、
一
六
五
頁
。

(
7
)

委
員
会
の
審
議
は
概
ね
コ
ル
ム
ナ
ン
の
提
案
を
基
礎
に
進
め
ら
れ
た

ょ
う
で
あ
る
。
委
員
会
に
お
け
る
コ
ル
ム
ナ
ン
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

北法30(3・ 106)618



(3) 

河内
w

ロb
ι

。
戸
m
n
y
白『門戸昨円
m
-
E【

UCE百ロ
5
・同
ν
G
口
巴
』
口
四
・
同
ι目

HH67-φ

豆
町
0

2
問。ロ
ι釦件。口同

LE
巴
円
。
戸
片
山
L
E
E
-え
『
丘
一
句
J

勾

.
0
.
h
ν
.

]「申
h
H
O

場
唱
・
]
「
斗
叶
『
戸

(
8
)

切

m
w
a
E
-
U。門岡、

sa--F
戸回以
-
N
品岱・

ハ
9
〉
委
員
会
に
お
け
る
選
挙
方
法
の
審
議
に
つ
い
て
は
、
民
守
定
-
-
H
M
-
N
g
l

N

印]「

(叩
)
L
3
ξ
・・同

v-N2・

(
日
)
こ
の
草
案
の
正
文
は
、

S
R・・円
y
N
S
l
N
申∞-

(
ロ
)
パ
ス
チ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
当
時
の
す
べ
て
の
人
が
賛
成

し
て
い
た
一
般
的
命
題
で
あ
る
が
、
一
七
九
三
年
憲
法
の
規
定
で
あ
っ

て
一
七
九
一
年
憲
法
の
そ
れ
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
国
民

主
権
」
で
は
な
く
「
人
民
主
権
」
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
か
な
り
微
妙
な
差
異
は
当
時
見
落
さ
れ
て
お
り
、
デ
ュ
パ
ン
と
デ
ュ

フ
ォ
ー
ル

(
U
E
P
R
O
)
の
み
が
そ
れ
を
意
識
し
て
-
七
九
二
千
憲
法

か
ら
拝
借
し
た
次
の
よ
う
な
文
章
を
付
加
し
た
と
す
る
。
「
い
か
な
る

個
人
、
人
民
の
い
か
な
る
部
分
も
主
権
の
行
使
を
潜
取
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
公
念
丸
二
同
Y

N

怠
)
。
き
わ
め
て
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
た
だ

し
、
厳
密
に
は
主
権
が
「
市
民
の
総
体
」
に
存
す
る
と
い
う
規
定
は
共

和
三
年
三
七
九
五
年
)
憲
法
の
主
権
規
定
で
あ
っ
て
一
七
九
三
年
憲

法
の
そ
れ
で
は
な
い
。
な
お
、
第
二
共
和
制
憲
法
の
主
権
原
理
に
つ
い

て
は
他
日
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

(η)
六
月
事
件
の
結
果
、
主
と
し
て
パ
リ
の
民
衆
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た

「
民
主
的
社
会
的
共
和
国
」
の
構
想
は
制
憲
過
程
に
お
い
て
最
終
的
に

プラ γス選挙制度史

排
斥
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
以
後
制
直
一
一
思
議
会
の
課
題
は
も
っ
ぱ
ら

「
民
主
的
共
和
国
」
の
構
想
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

(
川
門
)
中
村
、
前
掲
論
文
、
一
六
七
頁
。

ハ
臼
)
以
下
、
部
局
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
∞
m
g
t
F
O
R問、

ss・-
F

ロ・

同】・品]{・

(
凶
)
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
(
郡
)
と
コ
ミ
ュ

l
ン
(
町
村
)
の
中
間
に
位

置
す
る
地
域
行
政
区
分
。

(
げ
)
確
定
草
案
の
正
文
は
、
回
白
田
片
手

b
。町内、

s
s・
-
仲
・
戸
ヲ

ω
口
l
u
N
品・

(
叩
同
)

L

『

ι
v
t
R
-
同

v
・印∞-

(

m
げ
)

L

『守札
~R-
官-∞司・

ハ
州
出
)
以
下
、
選
挙
方
法
の
審
議
に
つ
い
て
は
、
芯
九
九
-
M
V
-
H
O
O
-
H
C
H
・

(

引

)

』

1
F凡
円
叫
ニ
旬
・

H
A
H

∞

〔
幻
〉
一
八
四
人
年
憲
法
の
正
文
は
、
ロ
ロ
m
E
F
g
c
E
H
2
2
ロ
S
E
E
-

』円四』司巴苫九四』に
H
H
a
H

札
口
苫
旬
時
同
』
h-
同也、、=両町民
k
v

白~間的』由民師、色町礼町凡屯
H

S
加

え

略

目
。
、
、
お
詰
町
内
丸
偽
ー
も
ミ
h

H

町、句、・叶
o
b
ι

・・(同
ν
白江田・

5
印

N
)唱
匂
-
N
H
N
l
N
N日
山

河
町
円
吉
之
・

H
∞品∞
-
H
M
-
H
S
F

野
村
敬
造
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法

概
論
』
(
有
信
堂
・
一
九
六
二
)
五
九
九

l
六
O
九
頁
。

(
幻
)
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
委
員
会
の
構
成
員
で
あ
る
デ
ュ
パ
ン
が
「
共
和

制
憲
法
に
お
け
る
民
主
制
と
い
う
語
の
意
味
は
普
通
直
接
選
挙
制
と
い

う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
ハ
デ
ュ
パ

ン
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
~
刊
。
円
ミ
ミ
-
-
H
E
∞-℃
-
H
叶H
)
。

(
川
出
〉
な
お
、
主
権
規
定
に
つ
い
て
は
、
憲
法
委
員
の
一
人
で
あ
る
マ
ル
タ

北法30(3・107)619



料

ン
(
云
由
主
ロ
)
が
そ
れ
に
あ
る
意
味
で
規
範
性
を
認
め
る
発
言
を
し
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
「
選
挙
権
の
行
使
が
再
び

税
額
要
件
あ
る
い
は
他
の
制
限
要
件
に
服
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

危
快
は
、
憲
法
の
第
-
条
(
主
権
規
定
〉
お
よ
び
第
二
五
条
(
普
通
選

挙
権
規
定
)
を
前
に
し
て
は
何
ら
根
拠
の
な
い
も
の
と
な
ろ
う
」
と
述

べ
た
の
で
あ
る
(
均
四
円
程
叉
?
同
∞
品
∞
。
司
・
口

h
H
)

。

(
あ
)
切

mwa-L-UR
旬、s
s・-
F

戸
℃
・
に
∞
・

(
U
A
)

た
だ
し
、
普
通
選
挙
制
の
採
用
に
対
す
る
思
惑
は
党
派
に
よ
っ
て
区

々
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
保
守
主
義
者
に

と
っ
て
は
二
月
革
命
の
到
達
点
で
あ
り
(
テ
ィ
エ
ー
ル
の
発
言
参
照
)
、

民
主
主
義
者
に
と
っ
て
は
新
た
な
社
会
変
革
の
た
め
の
出
発
点
を
意
味

し
た
(
ル
ド
リ
ュ
H

ロ
ラ
シ
の
発
言
参
照
〉
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
幻
)
第
二
共
和
制
に
お
け
る
「
政
治
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
(
国
会
議
員
、

市
町
村
長
、
県
参
事
会
議
員
、
共
和
国
大
統
領
)
に
対
す
る
普
通
選
挙

の
適
用
は
、
突
如
と
し
て
、
数
百
万
の
フ
ラ
ン
ス
人
を
政
治
化
」
す
る

に
至
る
の
で
あ
る
(
テ
ュ
デ
ス
グ
、
前
掲
訳
書
、
一
一
九

i
一一一

O

頁)。

資

一
八
四
九
年
三
月
一
五
日
法

一
八
四
九
年
一
月
二
九
日
、
憲
法
制
定
議
会
に
新
し
い
選
挙
法
案
が
提
出

さ
九
叫
。
こ
の
法
案
は
一
五
人
か
ら
成
る
特
別
委
[
丸
山
ふ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
選
挙
法
案
は
約
二
カ
月
の
審
議
の
後
三
月
一
五
日
に
可
決

さ
れ
た
。

北法30(3・108)620

一
八
四
八
年
憲
法
の
選
挙
規
定
を
補
完
す
る
こ
の
法
律
は
、
全
部
で
二
一

四
条
か
ら
成
り
選
挙
手
続
の
詳
細
を
定
め
て
い
た
。
新
し
い
規
定
と
し
て
は

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
選
挙
権
に
つ
い
て
は
居
住
要
件
が
定
め
ら
れ

た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
満
一
二
歳
以
上
で
市
民
的
お
よ
び
政

治
的
権
利
を
享
有
し
し
か
も
少
く
と
も
六
カ
月
前
か
ら
同
一
コ
ミ
ュ

l
ン
に

居
住
す
る
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
男
性
が
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
、
投
票

に
参
加
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
(
第
二
条
〉
。
ま
た
、
こ
の
法
律

は
憲
法
第
二
七
条
の
規
定
を
う
け
て
詳
細
な
欠
格
事
由
を
定
め
て
い
る
〈
第

三
条
)
。
選
挙
方
法
で
は
、
相
対
多
数
に
よ
り
投
票
の
最
多
数
を
獲
得
し
た

者
が
当
選
と
な
る
が
、
当
選
に
必
要
な
最
低
禁
が
三
月
五
日
の
デ
グ
レ
の
二

0
0
0票
に
か
わ
っ
て
当
該
県
の
全
登
録
選
挙
人
の
八
分
の
一
に
等
し
い
票

と
な
っ
た
の
が
注
目
さ
れ
る
(
第
六
三
条
、
第
六
四
条
)
。
な
お
、
こ
の
票

数
を
獲
得
し
た
候
補
者
が
議
員
定
数
よ
り
も
少
な
い
場
合
二
回
目
の
投
票
が

行
な
わ
れ
、
最
多
数
を
獲
得
し
た
者
が
当
選
と
な
る
(
第
六
五
条
)
。
ま
た
、

議
員
の
手
当
に
つ
い
て
は
一
年
に
つ
き
九

0
0
0
フ
ラ
ン
と
さ
れ
、
植
民
地

の
代
表
に
は
こ
れ
に
加
え
て
往
復
の
旅
費
が
支
給
さ
れ
る
(
第
九
六
条
)

0

一
八
四
九
年
三
月
一
五
日
法
は
そ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
選
挙
立
法
の
中

で
最
も
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
本
的
部
分
は
今
日
ま
で
維
持
さ
れ
て



{
5
)
 

い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(

1

)

報
告
者
は
ピ
ヨ

I

(
回
--2-乙
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
報
告
に
つ
い

て
は
河
町
内
定
R

-

H
∞
色
・
℃

5
1
5・

(

2

)

委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
凡
守
ミ
3
-
v
・
5
を
参
照
。

(
3
)
以
下
、
一
八
四
九
年
法
に
つ
い
て
は
、
切
回
目
t
p
b
bミ
ミ
ミ
同
ニ
?
戸

同

v
-
H
m
w
u
l
H
由。・

(
4
〉
こ
の
法
律
の
正
文
は
、
。
口
問
E

F

Y
向。

g
-
2
2
回
D
ロ
E
邑・

0
℃・

己
了
間
凶
・

N
N
m
1
N
ι
H
h
勾町内ミ町刷、・・

H
∞仏山
Y

司・

H
由民・

(
5
)
回同
ω昨日子

b
R
マS
S・-同

H
F
q
・
5
N・

な
お
、
一
八
四
九
年
法
は
第
二
帝
制
崩
媛
後
の
混
乱
期
(
一
八
七
一

年
)
に
国
防
政
府
に
よ
っ
て
再
度
適
用
さ
れ
る
。

四

一
八
五

O
年
五
月
一
一
一
一
日
法

憲
法
制
定
議
会
は
一
八
四
九
年
五
月
早
々
解
散
し
た
。
か
く
し
て
、
第

(3) 

共
和
制
憲
法
の
下
で
の
最
初
に
し
て
最
後
の
立
法
議
会
選
挙
が
五
月
一
一
二
日

に
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
選
挙
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
フ
ラ
ン
ス
が
地
理
的

に
左
・
右
両
ゼ
プ
ロ
ッ
ク
に
分
裂
し
た
こ
と
、
第
二
に
秩
序
党
(
正
統
王
朝

派
、
オ
ル
レ
ア
ン
派
の
主
党
勢
力
が
中
心
〉
の
大
勝
、
山
岳
党
(
ル
ド
リ
ュ

H

ロ
ラ
ゾ
指
導
の
小
プ
ル
ジ
ョ
ワ
共
和
派
と
社
会
主
義
派
の
合
流
体
)

ブラシス選挙制度史

の
予

想
外
の
進
出
そ
し
て
プ
ル
ジ
ョ
ワ
(
穏
健
)
共
和
派
が
大
敗
し
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
最
終
的
な
結
果
は
、
秩
序
党
四
五

O
議
席
、
モ
ン
タ
l
ニ

ユ
派
一
一
一

O
議
席
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
共
和
派
七

O
l七
五
議
席
で
あ
っ
訂

し
か
し

一
八
五

O
年
に
な
る
と
議
会
多
数
派
で
あ
る
秩
序
党
を
震
憾
さ

せ
る
事
態
が
出
現
し
た
。
三
月
一

O
日
お
よ
び
四
月
二
八
日
に
行
な
わ
れ
た

補
欠
選
挙
で
、
左
翼
急
進
派
で
あ
る
ド
・
プ
ロ
ッ
ト
(
巴
0
2
2
Z
)
と
ユ
ジ

ェ
l
ヌ
・
シ
ュ
(
開
口
問
中
ロ

oω
己
め
)
が
セ

l
ヌ
県
で
当
選
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
前
に
し
て
、
内
務
大
臣
バ
ロ
シ
ユ
(
回
R
D
n
r
o
)
は、

早
速
政
令
に
よ
り
一
七
名
の
立
法
議
会
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
委
員
会

を
設
置
し
、
こ
れ
に
一
八
四
九
年
法
の
改
革
案
を
準
備
す
る
よ
う
委
託
し

た
。
委
員
会
の
構
成
は
そ
の
傾
向
が
何
で
あ
る
か
を
明
瞭
に
示
し
て
い
た
。

秩
序
党
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

ギ
ヤ
ヲ
シ
テ
ィ

パ
ロ
シ
ュ
は
、
普
通
選
挙
制
を
廃
止
す
る
こ
と
で
は
な
く
保
証
を
提
供

し
な
い
人
々
か
ら
選
挙
権
を
奪
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
の

下
に
、
次
の
よ
う
な
草
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。
か
れ
の
提
案
に
よ
れ
ば
、

公
務
執
行
妨
害
罪
、
浮
浪
罪
等
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
お
よ
び
同
一
コ
ミ

ュ
i
ン
に
継
続
し
て
三
年
間
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
え
な
い
者
は
す

ベ
て
選
挙
権
を
剥
奪
さ
れ
、
し
か
も
住
所
の
証
明
は
原
則
と
し
て
所
得
税

北法30(3・109)621

(gロ可
-rz片山
D
ロ
句
。
叫
凹
O
ロロ白

-r)
台
帳
へ
の
登
録
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
さ

れ
た
。
ま
た
、
両
親
は
自
分
の
息
子
に
つ
い
て
両
親
の
家
に
同
居
し
て
い
る

と
い
う
条
件
で
そ
の
居
住
を
宣
言
し
、
使
用
者
は
被
傭
者
に
つ
い
て
か
れ
ら



料

の
住
居
で
働
い
て
い
る
と
い
う
条
件
で
そ
の
居
住
を
宣
言
し
う
る
と
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
に
よ
れ
ば
、

一
定
の
選
挙
人
の
権
利
が
両
親
(
実
質

資

的
に
は
父
親
)
も
し
く
は
使
用
者
の
恋
意
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
7
}
 

委
員
会
は
パ
ロ
シ
ュ
案
の
一
一
掛
か
}
修
正
し
て
採
択
し
、
五
月
一
八
日
レ
オ

ン
・
フ
ォ

l
シ
ェ
(
「
宮
ロ
明
白

E
Z吋
)
が
委
員
会
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。

議
会
の
審
議
は
五
月
一
一
一
日
に
開
始
さ
れ
た
。

ま
ず
、
カ
ヴ
ェ
ニ
ヤ
ツ
グ
(
わ
宮
曲
目
m
g
n
)
が
「
(
委
員
会
案
に
よ
れ
ば
)

キ
ヤ
パ

γ
テ
・
ド
ミ
グ
リ
エ

l

p

居
住
能
力
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
る
。
憲
法
は

我
々
に
普
通
選
挙
制
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
委
員
会
案
は
我
々
に

制
限
選
挙
制
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
委
員
会
案
に
反
対
し

(
刊
)

た
法
的
観
点
か
ら
最
も
興
味
深
い
演
説
を
行
な
っ
た
の
は
グ
レ
ヴ
ィ
(
。
芯
・

4)
で
あ
る
。
か
れ
は
委
員
会
案
に
反
対
し
て
「
全
成
年
市
民
の
代
表
者
を

選
出
す
る
と
い
う
権
利
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
単

に
宣
一
一
一
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
身
分
を
確
認
す
る
必
要
を
こ
え
て
居
住
に
つ

い
て
要
求
す
る
こ
と
は
権
利
の
制
限
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
住
所
の
唯

一
の
一
証
拠
す
な
わ
ち
所
得
税
台
帳
へ
の
登
録
し
か
認
め
ず
民
法
典
の
他
の
す

べ
て
の
証
拠
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
挙
権
は
税
額
要
件
に
服
せ
し

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
憲
法
第
二
五
条
違
反
で
あ
る
」

と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
反
対
論
の
主
た
る
論
拠
は
、
委
員
会
案
に
お
け
る

居
住
要
件
の
加
重
が
一
八
四
八
年
憲
法
(
と
く
に
第
二
五
条
〉
に
途
反
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
の
反
対
論
に
対
し
、
テ
ィ
エ
ー
ル
(
叶
E
2
m
)
は
「
憲
法
は
、
税
額
、

年
齢
の
引
上
げ
、
二
段
階
選
挙
、
こ
れ
ら
三
つ
の
事
柄
し
か
禁
じ
て
い
な

い
。
居
住
要
件
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
我
々
が
居
住
(
要
件
)
に
訴
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

真
の
自
由
の
友
、
真
の
共
和
主
義
者
は
群
衆
(
宮
自
己

E
豆
町
)
を
恐
れ
る
。

す
べ
て
の
共
和
国
を
喪
失
さ
せ
た
あ
の
い
や
し
い
群
衆
を
。
私
は
圧
制
者
は

群
衆
を
利
用
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
圧
制
者
は
群
衆
を

養
い
、
罰
し
、
か
っ
さ
げ
す
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
群
衆
を
か
わ
い

が
り
か
つ
擁
護
す
る
共
和
主
義
者
、
そ
れ
は
誤
っ
た
共
和
主
義
者
で
あ
り
、

邪
悪
な
共
和
主
義
者
で
あ
る
。
・
:
:
我
々
が
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は

こ
の
よ
う
な
群
衆
で
あ
っ
て
人
民
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
委
員
会
案
が
群
衆

{
阻
)

し
か
排
除
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。

五
月
一
一
一
一
目
、
結
局
議
会
は
委
員
会
案
を
四
三
三
対
二
四

O
で
可
決
し

た
。
一
八
五

O
年
法
は
全
部
で
一
五
条
か
ら
成
り
、
主
な
規
定
と
し
て
は
以

下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
選
挙
権
は
満
二
一
歳
以
上
で
市
民
的
お
よ
び
政

治
的
諸
権
利
を
享
有
し
、
し
か
も
少
く
と
も
三
年
前
か
ら
当
該
コ
ミ
ュ

l
ン

北法300・110)622



も
し
く
は
カ
ン
ト
ン
に
居
住
す
る
者
に
限
ら
れ
る
(
第
二
条
)
。
詳
細
な
欠

格
事
由
が
第
八
条
で
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
住
所
の
確
認
は
、

ω所
得
税
台

帳
も
し
く
は
夫
役
台
帳
へ
の
登
録
、

ω両
親
等
の
家
で
生
活
す
る
子
弟
に
つ

い
て
は
肉
親
等
の
宣
言
、
一
山
使
用
者
の
家
で
働
く
労
働
者
に
つ
い
て
は
使
用

者
の
宣
言
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
(
第
三
条
)
。

こ
の
法
律
が
実
施
さ
れ
る
と
約
三

O
O万
人
の
有
権
者
が
排
除
さ
れ
る
と

い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
月
革
命
の
貴
重
な
成
果
で
あ
る
普
通
選
挙
制

は
事
実
上
骨
抜
き
に
さ
れ
、
そ
の
実
質
的
価
値
を
失
う
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
大
統
領
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
議
会
が
こ
の
よ
う
な
選
挙
法
な
ど

の
諸
施
策
に
よ
っ
て
不
人
気
と
な
る
の
を
故
意
に
放
置
し
、
ひ
い
て
は
一
八

五
O
年
法
を
ク
ー
デ
タ
の
口
実
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
か
く
し
て
、

一
八
五

O
年
五
月
三
一
日
は
第
二
共
和
制
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
分
岐
点

と
な
る
日
付
な
の
で
あ
る
。

ブラシス選挙制度史 (3) 

(
1
〉
こ
の
選
挙
で
は
、
候
補
者
名
簿
は
各
党
派
の
県
選
挙
委
員
会
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
政
党
組
織
の
基
礎
は
い
ま
だ
初

歩
的
で
あ
り
、
選
挙
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
の
に
不
十
分
な
宣
伝

手
段
し
か
持
た
な
か
っ
た
戸
田

n
E胃
zo--唱
-nF了
匂

巴
l
E
)
0

(
2
)

ロ
ワ

i
ル
北
部
H
資
本
主
義
の
先
進
地
帯
(
大
工
業
地
帯
お
よ
び
資

本
制
大
借
地
農
業
地
帯
)
の
相
当
部
分
が
保
守
派
の
基
殺
と
な
り
、
中

・
南
部
H
後
進
地
帯
(
小
土
地
所
有
農
を
中
核
と
す
る
伝
統
的
小
農
経

九営
|地
一帯
一一 ¥ノ

O が
頁む
Y し

ろ
地
図左

翼
で h

歪基
フ盤
と

と
次な
の

ずフ

よ ι
う I~

に公

議員の過半数が秩序党に属する県 会示
議員の過半数がそ γターニュに属す -0

る県 島
いずれにも該当しない県 書

(資料:Ph. Vigier， La Seconde 
Reρublique， Paris， 1967， p. 65) 

田
園
田

t
i
η
，L

q

ノ

な
お
、
中
木
氏
は
「
一
八
四
九
年
五
月
選
挙
の
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
史

上
に
し
め
る
意
義
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
そ
れ
は
フ

ラ
ン
ス
国
民
の
政
治
的
意
思
の
正
確
な
配
分
が
描
き
出
さ
れ
た
最
初
の

W
グ
ル
ー
プ
マ
ン

選
挙
で
あ
り
、
政
治
的
意
見
の
地
域
的
分
化
の
最
初
の
素
描
で
あ
っ

て
、
し
か
も
そ
こ
に
見
ら
れ
た
政
治
地
図
の
諸
特
質
は
、
第
三
共
和

制
、
さ
ら
に
今
日
の
ブ
ラ

γ
ス
に
ま
で
持
続
し
て
い
る
」
と
す
る
〈
前

掲
書
、
一
二
九
頁
。
同
様
の
指
摘
は

F
E
e
-
ω
c
p
h
a
h』
同
町
同
芯
ま

ぬ
呂
町
、
お
誼
円

F
H
V
R
F
5
a
-
唱
-
N吋
)
。

(
3〉
中
木
、
前
掲
書
、
一
二
九
頁
以
下
参
照
。

〈
4
)
選
挙
給
果
に
つ
い
て
は
、
ぐ
』
町
一
。
p
h
a
h
h円
己
昌
弘
司
均
h
h
v
一足ミミ
R
F

北法30(3・ 111)623



手ヰ資

方・

8
1岳
山
ロ

s・
a-
門広場
H
V
-
N
印l
N
P

中
木
、
前
掲
東
日
、

一
三
二
頁
。

(
に
ノ
)
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
凶
器
江
子
匂
色
町
守

S
S・
-
同
-
戸

甘・

ω
印、吋・

(

6

)

以
下
、
パ
ロ
シ
ュ
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
芯
た
・
・
同
w
-
M
印叶

u~旬、町宮内ご・・

]
戸
市
山
印

0
・
-
u
-
N
C
!
日]「

(
7
)
コ
一
年
間
の
居
住
要
件
が
コ
ミ
ュ

l
ン
で
は
な
く
カ
ン
ト
ン
に
お
い
て

要
求
さ
れ
る
こ
と
、
官
吏
は
こ
の
要
件
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
、
住
所
の

証
明
は
夫
役
台
帳

(
T
N
5
r
p
g同
MZaEDロ
2
5
2
8
)
へ
の

登
録
に
よ
っ
て
も
行
な
わ
れ
う
る
こ
と
、
両
親
お
よ
び
使
用
者
が
宣
言

を
将
一
合
し
た
場
合
は
治
安
判
事
の
-
託
明
書
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
う
る
こ

と
な
ど
が
追
加
、
修
王
さ
れ
た
点
で
あ
る
(
切

g
片手

b
R
マS
S・-同-

HH-

も・日印、吋)。

(
8
)
フ
ォ
1

シ
ェ
は
、
提
案
に
際
し
「
選
挙
権
は
家
庭
に
結
合
し
た
り
回

定
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
流
動
し
て
い
る
。
現
行
(
一
八
四
九
年
〉
選

挙
法
は
選
挙
人
を
流
浪
の
存
在
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

も
、
そ
れ
は
選
挙
人
に
大
都
市
に
お
い
て
偶
然
の
多
数
派
を
つ
く
り
出

す
党
派
連
合
に
加
入
す
る
と
い
う
誘
惑
を
も
与
え
る
」
と
述
べ
た
が

(
フ
ォ

l
シ
ェ
の
発
言
に
つ
い
て
は
河
内
門
誌
と
・

H
∞印
0
・司
-
N
H
N
U
)
、

こ
こ
に
は
都
市
の
労
働
者
を
選
挙
人
団
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
図

が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

(
9
〉
議
会
の
審
議
に
つ
い
て
は
、
凶
器
Z
L
-
b
b
円マ
3
2・L-
戸
回
以
-
M
印吋
1

N
印∞・

九

(
叩
)
カ
ヴ
ェ
ニ
ヤ
ツ
ク
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
同
同
町
宮
町
凡
戸
・

5
8・同】

N
a・

(
日
)
グ
レ
ヴ
ィ
の
発
言
に
は
、
選
挙
権
の
「
権
利
論
」
的
理
解
が
含
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
ロ
)
河
内
内
定
問
む
・
・
H

∞印
0
4

司・
N
A凶
i
N
吋・

(
日
)
な
お
、
フ
ォ
l
シ
ェ
は
、
翌
六
月
一
日
の
議
会
で
、
こ
の
法
律
に
反

対
す
る
請
願
に
は
五
二
万
七
千
の
署
名
が
あ
っ
た
が
、
賛
成
す
る
請

願
に
は
二
六
一
八
の
署
名
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る

(河町

ghp-
出

8
・匂
-NS。
秩
序
党
が
こ
の
よ
う
な
反
対
を
押
し
切
っ

て
ま
で
法
律
を
成
立
さ
せ
た
底
意
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

北法30(3・112)624

(
凶
〉
一
八
五

O
年
五
月
一
-
一
一
日
法
の
正
文
は
、
ロ
ロ
m
E
F
宮
口
ロ
ロ

-
R
2

∞
O
ロロ
R
L・
0
目

y
i
r
-
Y
N
A
H
N
i
E
印U
勾
魚
市
内
ミ
ミ
ニ
同
∞
印
0
・匂
-
N
O
ω
0
・

(
ゆ
)
た
だ
し
、
「
一
八
五
二
年
に
予
定
さ
れ
た
立
法
議
会
選
挙
に
お
け
る

秩
序
党
の
勝
利
を
確
保
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
こ
の
法
律
は
、
(
結

局
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
)
そ
の
実
効
性
を
示
す
機

会
を
も
た
な
か
っ
た
」
(
切
c
p
O
M
y
n
F
f
H
}
・日叶)。

(
凶
)
こ
の
法
律
前
の
有
権
者
数
は
九
六
一
万
八
千
人
で
あ
り
、
法
律
後
の

有
権
者
数
は
六
八

O
万
九
千
人
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
八

O
万
九

千
人
(
二
九
%
)
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
有
権
者
の
減

少
率
は
県
に
よ
っ
て
異
な
る
。
つ
ま
り
、
セ

1
ヌ
県
で
は
六
二
忽
(
パ

リ
は
三
五
%
)
、
ノ
l
ル
県
で
は
五
一
%
、
ロ
ワ
l
ル
県
と
セ
l
ヌ
H
ア

ン
プ
ヱ
リ
ュ

l
ル
県
で
は
四
三
%
、
ロ
1
ヌ
県
で
は
四

O
V
A
に
達
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
ム

l
ズ
県
の
よ
う
な
地
方
の
県
に
お
い
て
は
一
一
%



で
あ
っ
た
(
以
上
、
ロ
ム
、
前
掲
訳
書
、
一
二

O
二
頁
参
照
)
。

第

節

第
二
帝
制
下
の
選
挙
制
度

一
八
五
一
年
一
一
一
月
二
日
の
ク
ー
デ
タ
と
普
通
選
挙
制

ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
政
権
獲
得
の
事
情
は
、
普
通
選
挙
制
に
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
の
政
界
へ
の
登
場
(
一
八
四
八
年
六
月
四

日
お
よ
び
九
月
一
七
日
の
補
欠
選
挙
に
お
け
る
当
選
〉
と
大
統
領
当
選
は
い

ず
れ
も
普
通
選
挙
ゆ
え
の
番
狂
わ
せ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
し
、
ま
た
か
れ

の
グ

l
デ
タ
も
一
八
五

O
年
五
月
一
一
二
日
法
に
よ
っ
て
事
実
上
骨
抜
き
に
さ

れ
た
普
通
選
挙
権
の
回
筏
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
行
な
わ
れ
た
か
ら
で
あ

る。
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
一
八
五
一
年
七
月
二

O
日
に
憲
法
改
正
が
否
定
さ

『

3
}

れ
る
と
た
だ
ち
に
ク
ー
デ
タ
の
準
備
を
始
め
た
。
八
月
一
一
日
に
は

p
i
デ

タ
の
と
き
公
布
ず
べ
き
命
令
や
宣
言
を
準
備
し
始
め
、
一

O
月
一

O
日
に
は

(3) 

大
医
た
ち
に
普
通
選
挙
権
を
復
活
す
る
決
心
を
告
げ
た
と
い
わ
れ
る
。
か
く

プラ γス選挙制度史

し
て
議
会
が
再
開
さ
れ
た
一
一
月
四
日
、
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
普
通
選
挙

制
の
復
活
と
一
八
五

O
年
五
月
一
一
一
一
日
法
の
廃
止
を
要
求
す
る
教
書
を
議
会

に
提
出
し
、
同
日
大
臣
た
ち
も
同
じ
趣
旨
の
法
令
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、

国
民
議
会
は
大
症
の
緊
急
動
議
を
た
だ
ち
に
し
り
ぞ
け
、
法
案
も
一
一
月
一

三
日
に
三
五
五
対
三
四
八
の
七
票
差
で
否
決
し
た
ο

一
一
月
一
八
日
に
は
秩

序
党
提
案
の
地
方
自
治
体
選
挙
法
案
に
対
し
自
治
体
選
挙
人
の
居
住
期
間
を

三
年
で
な
く
一
年
で
よ
い
こ
と
に
す
る
修
正
動
議
が
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
の

動
議
も
一
票
差
で
否
決
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
一
八
五
一
年
一
二
月
二
日
、

つ
い
に
ク
ー
デ
タ
が
決
行
さ
れ
た
。
た
だ
ち
に
秩
序
党
指
導
部
の
逮
捕
、
議

会
解
散
、
そ
し
て
普
通
選
挙
制
の
復
活
が
行
な
わ
れ
た
。

一
二
月
二
日
の
デ

グ
レ
お
よ
び
同
じ
日
付
の
共
和
国
大
統
領
の
宣
言
(
「
人
民
へ
の
呼
び
か
け
」
〉

に
お
い
て
普
通
選
挙
制
へ
の
復
帰
が
明
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

l

)

「
普
通
選
挙
は
皇
帝
の
後
継
者
(
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
)
に
と
っ
て
権

カ
に
接
近
す
る
た
め
の
合
法
的
手
段
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
か
れ
に
と

っ
て
ク
ー
デ
タ
を
正
当
化
し
帝
位
を
再
建
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
手

続
で
も
あ
る
」
(
冨
白
『
円
己
句
広
-
o
y
G釘
巴
出

g
C
O
D
Sロ凹
HFSH-oロ・

5
Zめ
仏
ロ

ω28ι
何
日
間
号
。
j

勾・
H
J
H円

M
U
-
-
H
U
E
-

同》・品臼)。

な
お
、
西
川
長
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
自
身
『
政
治

的
夢
想
(
何

?
2芯
田

℃

G
E
E
E凹
)
』
(
一
八
三
二
年
)
の
中
で
す
で
に

普
通
選
挙
制
を
説
き
、
し
か
も
こ
の
考
え
は
一
貫
し
て
変
わ
ら
ず
そ
の

後
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
、
宣
言
、
演
説
、
手
紙
な
ど
を
通
し
て
く
り
か

え
さ
れ
、
第
二
帝
制
の
憲
法
に
お
い
て
最
終
的
に
制
度
化
さ
れ
る
に
至

っ
た
と
さ
れ
る
(
西
川
長
夫
「
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
原
理
と
形
態
」

『
フ
ラ
ン
ス
晶
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
成
立
』
岩
波
書
底
・
一
九
七
七
、

三
人
頁
〉
。
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
政
治
思
想
を
扱
っ
た
邦
語
文
献
と

し
て
は
こ
の
他
に
、
本
池
立
「
ル
イ
1

ナ
ポ
レ
オ
ン
日
ボ
ナ
バ
ル
ト
の
政

北法30(3・113)625



和}

治
思
想
」
(
『
思
想
』
五
八
一
号
・
一
九
七
二
)
、
藤
原
朝
子
「
ル
イ
・
ナ

ポ
レ
オ
ン
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
一
八
一
号
・
一

九
五
五
)
が
あ
る
。

(

2

)

一
八
四
八
年
六
月
四
日
、
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
憲
法
制
定
議
会
の

補
欠
選
挙
に
お
い
て
四
つ
の
選
挙
区
(
セ

I
ヌ
、
ヨ
ン
ヌ
、
シ
ャ
ラ
ン

ト
・
ア
ン
フ
ェ
リ
ュ
l
ル
、
コ
ル
シ
カ
)
か
ら
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
時

か
れ
に
投
票
し
た
の
は
労
働
者
や
農
民
と
い
っ
た
普
通
選
挙
に
よ
る
新

し
い
有
権
者
層
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

九
月
一
七
日
の
補
欠
選
挙
で
は
、
五
県
(
モ

1
ゼ
ル
を
加
え
る
〉
で

当
選
し
、
パ
リ
(
セ

1
ヌ
県
)
で
は
一
一
万
票
を
得
て
第
一
位
で
あ
っ

た。
ま
た
、
一
八
四
八
年
二
一
月
一

O
日
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
ル
イ
・

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
カ
ヴ
ェ
ニ
ヤ
ヅ
ク
を
は
じ
め
、
ル
ド
リ
ュ
H

ロ
ラ
ン
、

ラ
ス
パ
イ
ュ
、
ラ
マ
ル
チ
l
ヌ
、
シ
ャ
ン
ガ
ル
ニ
エ
な
ど
他
の
政
治
諸

勢
力
を
代
表
す
る
人
々
を
お
さ
え
て
、
有
効
投
票
の
約
七
四
・
二
%

(
五
五

O
万
票
告
の
ま
り
)
を
獲
得
す
る
と
い
う
圧
倒
的
勝
利
を
お
さ
め

た
(
以
上
、
主
と
し
て
西
川
長
夫
「
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」
『
思
想
』
六
一
六
号
・
-
九
七
五
、
一

O
l
〕
四
頁
参
照
)
。

(
3
)
ボ
ナ
パ
ル
ト
派
は
大
統
領
再
選
制
と
任
期
延
長
の
た
め
の
憲
法
改
正

運
動
を
行
な
っ
た
が
、
憲
法
改
正
に
は
投
票
数
の
四
分
の
三
の
賛
成
が

必
要
で
あ
り
つ
八
四
八
年
憲
法
第
一
-
一
条
て
こ
れ
は
モ

γ
F
l

エ
ュ
の
反
対
が
明
確
な
た
め
お
よ
そ
悶
難
で
あ
っ
た
。
結
局
、
七
月
二

O
日
に
投
票
が
行
な
わ
れ
、
四
四
六
対
二
七
人
で
賛
成
票
は
上
回
っ
た

資

が
改
正
は
実
現
し
な
か
っ
た
(
憲
法
改
正
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
川
、

前
掲
書
、
二

O
七
l
二
O
八
頁
、
中
木
、
前
掲
書
、
二
一
一
八
頁
等
を
参

照)。

(
4
〉
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
教
書
の
中
で
「
施
行
中
の
五
月
一
一
一
一
日
法
は

所
期
の
目
的
を
こ
え
た
。
な
ん
び
と
も
そ
の
三
分
の
こ
が
農
村
の
物
静

か
な
住
民
で
あ
る
一
二

O
O万
人
も
の
選
挙
人
の
排
除
を
予
期
し
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
結
果
は
い
か
に
。
こ
の
移
し
い
排
除
は
、
無
政
府
主
義

的
な
党
派
に
対
し
そ
の
い
ま
わ
し
い
意
図
を
強
奪
さ
れ
た
権
利
を
回
復

す
る
と
い
う
外
観
で
お
お
う
口
実
と
し
て
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
私

が
諸
君
に
行
な
う
提
案
は
党
派
的
戦
術
で
も
、
利
己
的
な
打
算
で
も
、

突
然
の
決
意
で
も
な
い
。
そ
れ
は
真
撃
な
熟
慮
と
深
遠
な
信
念
の
帰
結

で
あ
る
。
今
日
普
通
選
挙
を
再
建
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
内
戦
か
ら
そ
の

旗
を
、
反
対
派
か
ら
最
後
の
論
拠
を
奪
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ

た
と
い
わ
れ
る

2
・
3
2
2子
を

と
b
H
E

司
旬
、
ミ
h
b三
訟
と
も
誌
、
昔

話
、
E
h問
、
ロ
S
S
R
F
H
V
2
2
.
H∞叶日・匂・

8
)。
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ

ン
は
秩
序
維
持
の
観
点
か
ら
普
通
選
挙
制
の
復
活
を
主
張
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

(
区
ノ
)
カ
i
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
プ
リ
ュ
メ
l
ル
-
入

日
』
(
伊
藤
新
一
・
北
条
元
一
訳
・
岩
波
文
庫
・
一
九
七
二
)
一
一
一
一
一
一

頁。

ハ
6
)
同
訳
書
、
一
三
一
一
一
一
員
。

(
7
)
デ
ク
レ
の
第
二
条
は
「
普
通
選
挙
制
は
再
建
さ
れ
る
。
五
月
一
一
一
一

日
法
は
廃
止
さ
れ
る
」
と
規
定
し
(
デ
ク
レ
の
豆
文
は
、
同
町
内

S
R
-

北法30(3・ 114)626



民日
H
-
M
Y

広
ω
)、
ま
た
人
民
へ
の
呼
び
か
け
(
布
告
)
は
選
挙
に
つ
い

て
「
法
律
案
を
審
議
し
表
決
す
る
第
一
院
が
選
挙
を
ゆ
が
め
る
名
簿
式

投
票
に
よ
ら
な
い
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
」
こ
と
を
笠
一
ず
一
目
し

た
(
正
文
に
つ
い
て
は
、
芯

R-e
℃・

5AH)。
こ
こ
に
、
ク
ー
デ
タ
の
帰

ν
ス
arν

絡
の
一
つ
と
し
て
、
普
通
選
挙
制
が
再
建
さ
れ
る
こ
と
が
明
文
上
確
認

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
五
二
年
(
第
二
帝
制
)
憲
法

憲
法
草
案
の
作
成
が
五
人
の
委
員
か
ら
成
る
委
員
会
に
よ
っ
て
一
一
一
月
二

日
の
布
告
を
基
礎
と
し
同
時
に
共
和
八
年
憲
法
を
モ
デ
ル
と
し
て
開
始
さ

れ
た
。
最
終
的
に
は
ル
l
エ
(
問
。
ロ
}
百
円
)
が
作
成
し
た
草
案
を
ル
イ
・
ナ
ポ

レ
オ
ン
が
承
認
す
る
形
で
憲
法
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
が
一
八
五
二
年
一
月

一
四
日
憲
法
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
憲
法
が
「
憲
法
の
改
疋
に
関
す
る
一
八

〈

8
)

五
二
年
一
一
月
七
日
元
老
院
令
」
に
よ
り
一
部
修
正
さ
れ
、
さ
ら
に
一
一
一
月

一
一
日
の
人
民
投
票
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
第
二
帝
制
憲
法
と
な
る
。
し
た
が

プランス選挙制度史 (3) 

っ
て
、
第
二
帝
制
憲
法
の
骨
格
は
一
入
五
二
年
一
月
一
四
日
憲
法
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
出
巾
制
憲
法
に
よ
れ
ば
、
行
政
、
軍
事
、
外
交
の
全
権
が
皇
帝
に
集
中

さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
官
職
は
任
命
制
と
な
り
、
大
臣
は
皇
帝
に
対
し
て
の
み
責

任
を
負
う
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
法
律
の
発
案
権
は
政
府
が
握
り
、
皇
帝
の
任

ヨ
y
セ
イ
ユ
・
ヂ
F

命
す
る
国
務
院
が
そ
の
起
草
に
あ
た
る
。
同
様
に
勅
選
議
員
か
ら
成
る
元

老
院
に
は
憲
法
を
維
持
し
か
っ
憲
法
改
正
を
発
議
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ

る
。
立
法
院
は
男
子
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
任
期
六
年
の
議
員
か
ら

構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
権
限
は
制
限
さ
れ
法
律
案
や
予
算
案
を
審
議
表
決
す

る
だ
け
で
発
議
権
も
修
正
権
も
も
た
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
第
二
帝
制
憲

法
は
基
本
的
に
は
第
一
帝
制
の
諸
憲
法
の
模
倣
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

キ
C
ト
A
Aノ
。

た
だ
し
、
第
一
帝
制
と
第
二
帝
制
の
最
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
選
挙
制
度
に

つ
い
て
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
普
通
直
接
選
挙
制
が
前
者
に
お
い
て
は
た
ん

に
理
論
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
実
際
に
適
用
さ
れ
か

っ
機
能
も
し
た
の
で
あ
る
σ

第
二
帝
制
に
お
い
て
は
普
通
選
挙
に
よ
る
議
会

の
存
在
と
選
挙
結
果
と
が
そ
の
後
の
展
開
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味

を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
五
二
年
憲
法
は
選
挙
制
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

選
挙
は
人
口
を
基
礎
と
し
て
行
な
わ
れ
、
三
万
五
千
の
選
挙
人
に
一
人
の
割

で
立
法
院
の
議
員
が
選
出
さ
れ
る
(
第
三
四
条
、
第
一
-
一
五
条
)
。
議
員
は
名

簿
式
(
速
記
)
投
票
に
よ
ら
な
い
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
(
第
三

六
条
)
。
議
員
の
任
期
は
六
年
で
あ
る
が
、
手
当
は
支
給
さ
れ
な
い
(
第
三

北法30(3・115)627

七
条
、
第
三
八
条
)
。

委
任
さ
れ
た
。

そ
の
他
、

選
挙
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
組
織
令
に



本l

(
l
〉
布
告
は
憲
法
の
基
礎
と
し
て
次
の
五
原
則
を
定
め
て
い
た
。

ω一
O

、}ノ

年
の
任
期
を
も
っ
答
責
あ
る
元
首
、
一
日
執
行
権
だ
け
に
従
属
す
る
大

、

、

』

ノ

〆

s
、、

匹
、
出
名
土
で
構
成
さ
れ
、
法
律
案
を
準
備
し
、
立
法
府
に
お
い
て
こ

、h
ノ

れ
を
擁
護
す
る
国
務
院
、
加
選
挙
を
ゆ
が
め
る
名
簿
式
投
票
に
よ
ら
な

い
普
通
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
、
法
律
案
を
審
議
し
表
決
す
る
第
一

院
、
小
山
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
均
衡
権
力
で
あ
り
、

憲
法
と
人
権
の
守
護
者
で
あ
る
第
二
院
。
こ
こ
に
、
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
憲
法
構
想
の
骨
子
が
示
さ
れ
て
い
る
(
な
お
、
五
原
則
に
つ
い
て

詳
し
く
は
、
列
。
ロ
b
剛
山

h
r
B
G
ロ《
Y

H
昌
て
鞘
町
、
三
む
右
足
同
町
苫
句
、
白
神
時
門
司
-

F
N
H
H
E∞
lH∞
忍
・
】
ν
R
5
5
g
w
国

V
H
S
l】
ω∞
を
参
照
)
。

(

2

)

憲
法
の
制
定
経
過
に
つ
い
て
は
、
野
村
、
前
掲
書
、
一
一
六
頁
。

(
3
)
元
老
院
令
に
つ
い
て
は
、
ロ
ロ
間
口

F
冨
D
ロロ

-
2
2
図。ロ
E
E
-
-℃・

n
F
f
H
Y
M
g
i
M
g
-
野
村
、
前
掲
書
、
六
一
四

l
六
-
五
、
真
。

(
4
)

冨
・
0
口
語
円
m
m
p
L
E旬、た
RH
凡
S
師
、
え
た
凡
室
町
同
問
H
U
3凡H
h
-
b
E
-

町民間宮足。苫苫司ア

H
U
o
b
L
・・(阿川釦吋町田唱

]
5
4
ω
Y
F
H
F
H
V
-
d
m
w・

(
5
)
一
八
六

O
年
以
後
の
「
自
由
帝
制
」
の
展
開
は
こ
の
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
。

〔

6
)

一
八
五
二
年
一
月
一
回
目
憲
法
の
正
文
は
、
ロ
ロ
田
口

F
冨
ロ
ロ
3
R
2

同

W
C
ロ
E

E
・
8
・門戸了
M
U

・日仏申
1
日目印
U

均
四
円
居
間
む
・
・
戸
∞
印
N
・M

M

・
5
l
H
N
-
野

村
、
前
掲
言
、
六
一

0
1六
一
一
ニ
頁
。

資

一
八
五
二
年
二
月
二
日
組
織
令

-
八
五
二
年
憲
法
を
補
完
す
る
-
八
五
二
年
二
月
二
日
の
組
織
令
は
、
選

挙
制
度
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
規
定
し
た
。
ま
ず
、
選
挙
権
に
つ
い
て
は
、

北法30(3・ 116)628

満
二
一
歳
に
達
し
か
っ
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
諮
権
利
を
享
有
す
る
す
べ
て

の
フ
ラ
ン
ス
人
男
性
は
税
額
要
件
な
し
に
選
挙
人
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に

少
く
と
も
六
カ
月
前
か
ら
'
コ
ミ
ュ

l
ン
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
選
挙
人
が
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
と
さ
れ
た
(
第
一
一
一
条
、
第
一
三
条
)
。
ま
た
、

二
五
歳
に
達
し
た
す
べ
て
の
選
挙
人
は
居
住
要
件
な
し
に
被
選
挙
権
資
格
を

も
っ
(
第
二
六
条
)
。
か
く
し
て
一
八
四
九
年
三
月
一
五
日
法
の
規
定
に
一
戻一

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
選
挙
は
普
通
直
接
選
挙
で
行
な
わ
れ
、
投
票
は
秘
密
で

あ
る
ハ
第
三
条
)
。
選
挙
方
法
と
し
て
は
小
選
挙
区
二
回
投
票
多
数
代
表
制

が
採
用
さ
れ
た
が
、
主
な
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
各
県
は
三
万
五
千
の

選
挙
人
に
一
名
の
割
で
議
員
を
有
す
る
(
第
一
条
〉
。

各
県
は
、
デ
ク
レ
に

よ
り
選
出
す
る
議
員
数
に
等
し
い
選
挙
区
に
分
割
さ
れ
る
。
各
選
挙
区
は
一

名
の
議
員
し
か
選
出
し
な
い

(
第
二
条
〕
。

第
一
回
投
票
で
は
有
効
投
票
の

絶
対
多
数
お
よ
び
選
挙
区
の
全
登
録
選
挙
人
の
四
分
の
一
に
等
し
い
数
を
得

票
し
な
け
れ
ば
な
ん
び
と
も
当
選
と
な
ら
な
い
が
、
第
二
回
投
票
に
お
い
て

(
3
)
 

は
相
対
多
数
の
獲
得
で
十
分
で
あ
る
(
第
六
条
)
。

ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
伯
父
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
同
様
、
自

己
の
支
配
を
普
通
選
挙
お
よ
び
人
民
投
票
と
い
う
形
式
で
人
民
の
自
発
性
に

基
か
せ
(
「
人
民
ボ
ナ
バ
ル
テ
ィ
ズ
人
目
、
し
か
も
そ
の
た
め
の
種
々
の
操



(
5
}
 

作
に
特
別
留
意
し
た
。
第
二
帝
制
下
の
選
挙
制
度
は
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
い
ず

れ
に
し
て
も
「
二
月
草
命
の
恩
わ
ぬ
展
開
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
、
共
和
政
に

よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
普
通
選
挙
(
制
〉
は
、
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
独
裁
体
制
の
も

と
で
定
着
し
、
第
三
共
和
政
に
押
し
つ
け
ら
れ
」
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

(
色
}

る。

(3) 

(

l

)

組
織
令
の
正
文
に
つ
い
て
は
、

U
E問
C
M
7
7
向。ロロ

-
2
2
∞S
E
E
-

O
M
U
・
巳
了
間
y
u
w印
印

l
N
E
U

河惜門世間凡百・・戸∞日
N
-
M
V
・
ωω

ム
ω・

(
2
)

一
八
五
二
年
選
挙
法
(
小
選
挙
区
二
回
投
票
多
数
代
表
制
)
の
狙
い

と
し
て
は
、
第
一
に
反
政
府
派
の
勢
力
の
強
い
地
区
に
お
い
て
第
一
回

投
票
で
要
求
さ
れ
る
絶
対
多
数
に
よ
り
反
政
府
派
の
当
選
を
困
難
な
ら

し
め
る
こ
と
、
第
二
に
第
一
回
投
票
か
ら
決
選
投
票
に
至
る
期
間
に
お

い
て
政
府
派
の
陣
容
の
立
て
直
し
を
は
か
る
こ
と
、
第
三
に
ゲ
リ
マ
ン

ダ
リ
ン
グ
の
容
易
性
、
第
四
に
政
府
派
候
補
の
み
を
当
選
さ
せ
る
こ
と

(
そ
の
手
段
と
し
て
の
「
政
府
公
認
候
補
制
」
の
存
在
)
な
ど
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
(
野
村
敬
造
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
と
小
選
挙
区
制
」

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
二
一
六
六
号
・
一
九
六
七
、
二
七

l
二
八
頁
)
。

(
3
)
反
対
派
は
こ
の
よ
う
な
一
八
五
二
年
選
挙
法
を
修
正
し
よ
う
と
幾
度

か
試
み
た
が
、
い
ず
れ
も
失
敗
し
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
七

O
年
に
は

ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
(
】
己

2
M
1
2円
可
)
が
単
記
投
票
制
を
名
簿
式

投
票
制
に
変
更
す
る
提
案
を
行
な
っ
た
が
成
功
し
な
か
っ
た

Paz-

フラ γス選挙制度史

同
V

巾日目
0

・。旬

-nx--
司・四日)。

(

4

)

人
民
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム

(
Z
E吉江戸
ω目
白
官
官
三
曲
目
円
。
)
に
つ
い

て
は
、
中
木
、
前
掲
書
、
一
五
六
頁
。

〔
民
ノ
)
「
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
方
が
議
会
主
義
よ
り
も
人
民
に
対
し
て
よ

り
現
代
的
な
対
応
(
大
衆
社
会
の
認
識
)
を
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
も

認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
(
西
川
、
「
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ

ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
、
一
一
一
一
氏
)
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

(
6
)

西
川
、
「
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
、
二

O
頁。

普
通
選
挙
制
の
原
理
は
第
二
帝
制
下
の
四
回
〈
一
八
五
二
、
一
八
五

七
、
一
八
六
三
、
一
八
六
九
)
の
選
挙
を
通
じ
て
よ
り
一
一
層
定
着
し
、

も
は
や
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
共
和
制
以
降
の
選
挙
制
度
論
は
主
と
し
て
選

挙
方
法
を
対
象
と
し
て
展
開
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
の
ま
と
め

普
通
選
挙
制
は
第
二
共
和
制
下
で
確
立
し
、
第
二
帝
制
下
で
定
着
し
た
。

以
後
、
普
通
選
挙
制
の
諸
帰
結
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
あ
っ
て
も
そ

れ
を
完
全
に
廃
止
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
第
三
章
の
ま
と
め
に
か
え
て
、

ω普
通
選
挙
制
の
確
立
と
選

挙
権
理
論
、
一
川
選
挙
方
法
、
一
山
普
通
選
挙
制
確
立
の
政
治
的
意
味
の
三
点
に

'

i

f

、

つ
い
て
少
し
く
検
討
し
た
い
。

ω普
通
選
挙
制
の
確
立
と
選
挙
権
理
論

北法30(3・ 117)629



料

普
通
選
挙
制
の
確
立
過
程
で
「
二
つ
の
選
挙
権
理
論
」
は
い
か
な
る
役
割

を
演
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
選
挙
法
改
正
運
動
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果

資

た
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
(
「
公
務
論
」
の
立
場
に
立
つ
.
ア
ー
ル
の
発
言
、

「
権
利
論
」
の
立
場
に
立
つ
ル
ド
リ
ュ

u
ロ
ラ
ン
の
発
言
等
を
参
照
)
。
し
か

し
、
二
月
革
命
成
功
後
、
制
窓
議
会
に
お
い
て
選
挙
権
の
問
題
が
ほ
と
ん
ど

論
じ
ら
れ
な
く
な
る
に
と
も
な
い
「
二
つ
の
選
挙
権
理
論
」
は
少
く
と
も
歴

史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
(
第
二
共
和
制
憲
法
の
制
定
過
程
を

参
照
)
。

」
れ
は
、

一
月
五
日
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
普
通
選
挙
制
の
原
理
が

明
確
に
宣
言
さ
れ
も
は
や
不
可
逆
的
な
も
の
と
し
て
確
立
し
た
た
め
に
、

「
公
務
論
」
↓
制
限
選
挙
制
、
「
権
利
論
」
↓
普
通
選
挙
制
と
い
う
形
で
の

「
二
つ
の
選
挙
権
理
論
」
が
一
応
そ
の
歴
史
的
使
命
を
果
た
し
、
そ
の
存
在

意
義
を
喪
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

「
選
挙
権
論
」
の
基
本
的
射
程
が
こ
こ
に
存
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

ω選
挙
方
法

選
挙
方
法
と
し
て
は
、
第
二
共
和
制
が
県
単
位
名
簿
式
投
票
制
〈
大
選
挙

区
制
〉
を
、
第
二
帝
制
が
そ
れ
の
明
確
な
否
定
の
う
え
に
小
選
挙
区
二
回
投

票
多
数
代
表
制
を
採
用
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
第
三
共
和
制
以
降
の
ブ

ラ
ン
ス
的
選
挙
制
度
(
方
法
〉
の
展
開
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
採
用
過
程
で
展
開
さ
れ
た
議
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
(
方
法
)

の
正
当
化
の
た
め
の
議
論
の
萌
芽
と
し
て
興
味
深
い
。

…
山
普
通
選
挙
制
確
立
の
政
治
的
意
味

「
普
通
(
直
接
)
選
挙
制
の
確
立
は
政
治
の
新
し
い
条
件
を
生
み
出
す
」
。

つ
ま
り
、
普
通
選
挙
制
は
そ
れ
ま
で
同
一
世
界
、
同
一
階
級
に
属
す
る
少
数

の
人
々
(
「
訴
訟
」
)
の
間
で
行
な
わ
れ
て
い
た
政
治
の
世
界
に
、
一
挙

に
何
百
万
人
も
の
フ
ラ
ン
ス
人
を
加
入
さ
せ
る
と
い
う
新
し
い
事
態
を
も
た

ら
し
た
。
か
く
し
て
、
以
後
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
の
正
当
性
は
君
主
制
原

理
で
は
な
く
、
唯
一
普
通
選
挙
制
の
原
理
に
基
く
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

近
代
立
憲
主
義
(
と
り
わ
け
議
会
制
民
主
主
義
)
確
立
の
た
め
の
基
礎
が
こ

こ
に
整
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

「
選
挙
権
論
」
の
射
程
が
そ
の
後
選
挙
制
度
の
い
か
な
る
問
題
に
ど

の
範
囲
で
及
ぶ
の
か
を
検
討
す
る
の
は
次
稿
の
課
題
と
な
ろ
う
。

(
2
)

ロロぐ
R
向
。

F

D同
y
n
-
f
-
v
E
-

(
未
完
〉
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3か-3(1979) 

Histoire des systemes electoraux en Franc巴 (3)

Nobuhiro OKAOA 

A la suite du numero precedent， on continue d'examiner l'his-

toire des syst在meselectoraux en France. Ce present numero traite 

une phase importante de cette histoire: la IIe Republique et le Se-

cond Empire. Pourquoi importante cette phase? C'est parce qu'en 

France on a etabli le su妊rage universel (masculin) a cette epoque. 

Par la suite， on ne le supprimera plus enti色rementmalgre des 

atteintes port白 sulterieurement a ce principe. On resumera les 

conclusions de cette etude en trois rubliques suivantes: 

1) L'etablissement du su妊rageuniversel et deux theories de 

l'るlectorat

11 est sur que deux theories ont joue un certain rδle dans une 

etape preparatoire avant la Revolution de Fevrier (les petitions， pro・

positions， et“banquets" qui ont pour but de rるformerla loi electorale 

de 1831). Ceux qui ont developpe le mouvement de r品forme

electorale ont invoque“la theorie de l'邑lectorat-droit"(v. le discours 

de Redru‘Rollin). Au contraire， ceux qui ont refus毛 lareforme 

ont employe“la theorie de l'electorat-fonction" (v. le discours de 

Poulle). 

Mais， dans l'Assemblee Constituante de 1848 la discussion sur 

ces deux theories n'a pas eu lieu. Le su妊rageuniversel， sans sou-

lever aucune discussion passionnee， fut adoptるapresque l'unanimitι 

2) Le mode de scrutin 

Comme mode de scrutin， le Second Empire a adopte le scrutin 

uninominal majoritaire a deux tours， tandis que la IIe Republique a 

employe le scrutin plurinominal majoritaire a un tour. Ce mode 

du scrutin uninominal majoritaire a deux tours sera si frequement 

utilise en France des cet epoque (surtout sous la IIle et la Ve Repu-

bliqu巴)et par cons何回ntconsiderるcommetipiquement francais. 
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3) La signification politique de l'etablissement du suffrage uni-

versel 

Les consultations品lectoralesont change la signification politique 

depuis 1848. Auparavant， les elections se sont deroulees entre des 

gens peu nombreux， appartenant au meme monde ou a la J:.Ileme 

classe de noblesse et bourgeoisie (c'est-a-dire， au “pays legal"). 

Desormais， elles ont interesse des mi11ions dモlecteurs: la masse popu-

laire. C'est ainsi qu巴 lesu任rageuniversel a fait entrer la masse 

dans le cadre legal du systeme parlementaire et par consequent cr説

la condition nouvelle pour la vie politique francaise. 

北法30(3・161)673 X 


